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比
婆
荒
神
神
楽
の
近
代

―
新
た
な
執
行
体
制
の
成
立
と
稼
ぎ
と
し
て
の
神
楽
―

総
合
研
究
大
学
院
大
学
　
文
化
科
学
研
究
科
　
日
本
歴
史
研
究
専
攻
　
鈴
木
　
昂
太

本
稿
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
伝
承
者
が
、
明
治
か
ら
第
二
次
大
戦
終
戦
ま
で
の
近
代
を
ど
の
よ
う
に
生
き
、
現
在
ま
で
神
楽
を
伝
え
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
論
考
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
政
治
経
済
や
社
会
動
向
な
ど
、
地
域
社
会
の
外
部
か
ら
伝
承
者
に
与
え
ら
れ
た
影
響
に
注
目
し
て
考
察
を
行
う
。

広
島
県
庄
原
市
東
城
町
・
西
城
町
の
神
主
と
明
治
以
降
に
農
民
た
ち
に
よ
り
結
成
さ
れ
た
神
楽
社
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
し
て
い
る
。
神
楽
の
執
行
に
伴
う
経
済
的
側

面
に
注
目
し
て
神
楽
を
捉
え
る
と
、
執
行
者
に
と
っ
て
神
楽
は
、
祭
料
や
お
花
な
ど
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
稼
ぎ
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。

近
世
期
の
こ
の
地
域
で
は
、
神
職
た
ち
が
郡
毎
に
神
楽
組
を
結
成
し
、
独
占
的
に
神
楽
を
執
行
し
て
お
り
、
一
般
家
庭
出
身
の
者
が
神
楽
を
舞
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
は
、明
治
新
政
府
が
実
行
し
た
新
た
な
宗
教
政
策
に
よ
り
変
化
し
、一
般
家
庭
出
身
の
村
人
た
ち
が
新
た
に
神
楽
団
を
結
成
し
て
神
楽
を
舞
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
の
中
頃
か
ら
、
国
家
の
宗
祀
た
る
神
社
に
奉
職
す
る
神
職
は
神
楽
を
舞
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
強
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
地
域
の

基
幹
産
業
で
あ
っ
た
た
た
ら
製
鉄
の
不
振
と
い
う
産
業
構
造
の
変
化
が
あ
り
、
都
市
部
へ
の
住
民
の
流
出
も
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
産
業
に
乏
し
い
山
間
地
域

で
暮
ら
す
農
民
た
ち
は
、
冬
季
の
出
稼
ぎ
と
し
て
積
極
的
に
神
楽
を
舞
い
始
め
た
。
そ
の
結
果
、
神
楽
に
お
け
る
神
事
舞
を
神
職
、
遊
興
的
な
能
舞
を
神
楽
社
が
担
当
す
る
近

代
的
な
執
行
体
制
が
構
築
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
執
行
体
制
の
な
か
で
、
近
世
ま
で
独
占
的
に
神
楽
を
執
行
し
て
き
た
神
職
た
ち
は
、
明
治
時
代
の
新
た
な
宗
教
政
策
に
応
じ
た

神
楽
の
組
織
・
規
約
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
神
職
た
ち
が
保
持
し
て
い
た
神
楽
に
関
す
る
諸
権
利
の
維
持
を
図
っ
て
い
た
。

ま
た
、
近
代
の
歴
史
を
見
て
き
た
結
果
判
明
し
た
の
は
、
神
楽
の
伝
承
者
た
ち
が
、
自
分
た
ち
が
伝
承
す
る
神
楽
を
、
時
代
の
文
脈
や
価
値
観
に
即
し
て
意
義
付
け
、
変
化

さ
せ
な
が
ら
伝
え
て
き
た
複
雑
な
過
程
で
あ
る
。
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
神
職
た
ち
か
ら
模
範
的
と
称
賛
さ
れ
、
天
皇
制
と
結
び
つ
い
た
国
家
の
神
話
を
演
ず
る
「
神
代
」
の
神

楽
と
い
う
正
当
性
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
伝
承
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
「
模
範
的
神
代
神
楽
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
武
器
に
、
引
率
者
で
あ
る
神
職
が
有
し
て
い

た
人
脈
や
聖
蹟
顕
彰
運
動
な
ど
を
利
用
し
て
、
出
張
公
演
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
民
俗
芸
能
を
「
資
源
化
」
す
る
試
み
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
地
域
社
会
に
お
け
る
「
民
俗
的
」
な
側
面
ば
か
り
を
強
調
し
て
き
た
先
行
研
究
者
た
ち
は
、
地
元
の
外
へ
積
極
的
に
進
出
を
試
み
て

い
た
近
代
の
姿
を
見
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
上
の
欠
落
を
補
う
と
い
う
意
義
を
有
し
て
い
る
。
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一
．
は
じ
め
に

広
島
県
庄
原
市
東
城
町
・
西
城
町
の
神
職
と
明
治
以
降
に
村
人
た
ち
に
よ
り
結
成

さ
れ
た
神
楽
社
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
し
て
い
る
。
こ
の
神
楽
は
、
島
根
県
在

住
の
民
俗
学
者
牛
尾
三
千
夫
が
、
昭
和
四
二
年
に
論
文
「
祖
霊
加
入
の
儀
式
と
し
て

の
荒
神
神
楽
」（
牛
尾
、
一
九
六
七
）
を
発
表
し
て
以
降
、
民
俗
学
・
民
俗
芸
能
研

究
の
研
究
者
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
注
目
さ
れ
て
き
た
。
研
究
者
間
だ
け

で
な
く
、
中
国
地
方
各
県
の
文
化
財
行
政
に
お
い
て
も
影
響
力
を
持
っ
た
牛
尾
は
、

比
婆
荒
神
神
楽
を
中
国
山
地
に
秘
匿
さ
れ
た
神
懸
か
り
（
託
宣
の
古
儀
）
を
伝
承
す

る
古
風
な
神
楽
（
１
）
と
捉
え
、
民
俗
学
的
に
価
値
の
高
い
も
の
と
し
て
評
価
し
た
。

こ
う
し
た
評
価
は
、
岩
田
勝
（
２
）
や
三
村
泰
臣
（
３
）
な
ど
、
そ
の
後
の
研
究
者
に

踏
襲
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
評
価
を
基
に
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
昭
和
五
四
年
に
国

の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
前
稿
（
鈴
木
、
二
〇
一
七
ｃ
）
に
て
、
広
島
県
の
各
地
で
舞

わ
れ
て
い
た
神
楽
が
、
明
治
か
ら
第
二
次
大
戦
終
結
ま
で
の
近
代
に
は
、
広
島
県
内

の
神
職
が
結
成
し
た
同
業
組
織
で
あ
る
広
島
県
神
職
会
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
お

り
、
彼
ら
が
実
行
し
た
神
楽
の
改
善
運
動
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
当
時
の
政
治
や
社
会
動
向
は
、
広
島
県
の
神
楽
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

た
の
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
比
婆
荒
神
神
楽
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
牛
尾
三
千
夫
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
者
に
よ
る
研

究
は
、
こ
う
し
た
近
代
の
問
題
に
関
心
を
ほ
と
ん
ど
向
け
て
こ
な
か
っ
た
（
４
）。
そ

の
た
め
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
外
部
社
会
と
の
接
点
を
持
た
な
い
「
ム
ラ
」
に
伝
承
さ

れ
た
素
朴
で
古
風
な
「
民
俗

0

0

芸
能
」
の
典
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

筆
者
が
以
前
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
比
婆
荒
神
神
楽
も
近
現
代
に
お
け
る
社
会
変

化
に
応
じ
て
、
伝
承
組
織
や
伝
承
形
態
を
変
え
な
が
ら
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
て

お
り
（
鈴
木
、
二
〇
一
七
ｂ
）、
牛
尾
ら
の
理
解
は
、
一
面
的
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
芸
能
を
伝
承
す
る
地
域
社
会
が
そ
の
外
部
と
取
り
結

ん
で
き
た
関
係
に
注
目
し
、
資
料
に
基
づ
い
て
実
証
的
に
比
婆
荒
神
神
楽
の
近
代
史

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
現
在
的
な
課
題
に
応
え
る
こ

と
で
も
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
頃
か
ら
、
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
芸
能
を

「
伝
統
」「
素
朴
」「
古
風
」
な
も
の
と
し
て
扱
い
、
時
代
や
地
域
の
差
を
超
越
し
た

芸
能
の
始
原
的
性
格
や
本
質
を
探
求
す
る
こ
と
に
集
中
し
て
き
た
従
来
の
民
俗
芸
能

研
究
を
批
判
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
文
脈
の
変
化
に
意
識

的
に
な
る
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
方
法
論
の
転
回
を
訴
え
、
実
践
し

た
仕
事
の
嚆
矢
が
、
第
一
民
俗
芸
能
学
会
の
論
文
集
で
あ
る
（
民
俗
芸
能
研
究
の
会 

第
一
民
俗
芸
能
学
会
、一
九
九
一
・
一
九
九
三
）。
こ
の
運
動
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
橋
本
裕
之
は
、「
近
代
」「
国
家
」「
権
力
」「
都
市
」
な
ど
現
在
の
伝
承
形
態
を
規

定
す
る
要
因
へ
の
注
目
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
ス
ト
リ
ッ
プ
な
ど
従
来
の
研
究
が
無

視
し
て
き
た
芸
能
も
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
、
新
た
な
研
究
方
法
の
提

一
．
は
じ
め
に

二
．
比
婆
荒
神
神
楽
の
概
要
と
神
楽
を
め
ぐ
る
諸
権
利
に
つ
い
て

三
．
明
治
期
の
比
婆
荒
神
神
楽

三
．
一　

氏
子
の
進
出
と
神
職
の
動
向

三
．
二　

神
職
が
神
楽
を
舞
わ
な
く
な
る
時
代
背
景

三
．
三　

神
楽
を
巡
る
規
約
の
近
代
化

四
．
た
た
ら
製
鉄
の
不
振
と
農
閑
期
の
稼
ぎ
と
し
て
の
神
楽

五
．
地
元
以
外
で
の
遠
征
公
演

六
．
研
究
者
の
来
訪

七
．
神
道
界
に
と
っ
て
の
模
範
的
神
代
神
楽
社

七
．
一　

神
職
の
人
脈
を
通
じ
た
遠
隔
地
の
神
社
で
の
神
楽
奉
納

七
．
二　

比
婆
山
顕
彰
運
動
と
比
婆
神
楽

八
．
お
わ
り
に
―
比
婆
神
代
神
楽
か
ら
比
婆
荒
神
神
楽
へ
―
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言
と
実
践
を
行
っ
た
（
橋
本
、
二
〇
〇
六
）。
ま
た
、
笹
原
亮
二
は
、「
民
俗
芸
能
」

と
い
う
特
殊
な
分
野
を
創
り
出
し
て
き
た
研
究
者
の
営
為
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た

（
笹
原
、
一
九
九
〇
・
一
九
九
二
）。
俵
木
悟
は
、
保
存
会
な
ど
文
化
財
制
度
が
芸
能

へ
与
え
た
影
響
を
主
題
化
し
て
論
じ
た
（
俵
木
、
二
〇
〇
九
・
二
〇
一
一
）。
こ
う
し

た
理
論
的
な
考
察
と
と
も
に
、
一
地
域
に
伝
承
さ
れ
る
芸
能
を
事
例
と
し
て
、
地
域

社
会
の
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
影
響
に
も
注
目
し
て
明
治
以
降
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
も
出
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
例
を
挙
げ

る
と
、
奥
三
河
の
花
祭
り
に
つ
い
て
論
じ
た
中
村
茂
子
（
中
村
、
二
〇
〇
四
）、
江

戸
里
神
楽
を
取
り
あ
げ
た
三
田
村
佳
子
（
三
田
村
、
二
〇
〇
四
）、
備
中
神
楽
や
鹿

児
島
県
い
ち
き
串
木
野
市
に
伝
承
さ
れ
る
大
里
七
夕
踊
を
扱
っ
た
俵
木
悟
（
俵
木
、

一
九
九
四
・
二
〇
一
〇
）
ら
の
研
究
が
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
各
地
の
芸
能
が
「
郷
土
芸
術
・
民
俗
芸
術
」
と
し

て
研
究
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
正
末
（
５
）
か
ら
現
在
の
間
に
焦
点
を
当
て

た
も
の
が
多
く
、
明
治
維
新
か
ら
第
二
次
大
戦
終
戦
ま
で
の
近
代
の
総
体
を
主
題
化

し
た
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
、
広
島

県
神
職
会
の
雑
誌
や
地
域
に
残
さ
れ
た
歴
史
資
料
な
ど
の
文
献
資
料
を
用
い
る
こ
と

で
乗
り
越
え
、
実
証
的
に
民
俗
芸
能
の
近
代
史
を
描
い
て
い
き
た
い
。

こ
う
し
た
近
代
に
お
け
る
民
俗
芸
能
の
変
化
を
捉
え
る
上
で
は
、
地
域
の
外
部
か

ら
与
え
ら
れ
た
影
響
だ
け
で
な
く
、
伝
承
者
が
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
、
昇
華
し
て

い
っ
た
か
と
い
う
対
応
の
歴
史
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
は
、
そ

う
し
た
対
応
を
と
る
に
至
ら
し
め
た
地
域
社
会
及
び
伝
承
者
内
部
の
論
理
を
踏
ま
え

て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
元
で
神
楽
を
舞
う
伝
承
者
は
、
地
域
社
会
の
外
か
ら

与
え
ら
れ
た
影
響
を
逆
に
利
用
し
、
時
代
の
変
化
に
対
応
を
図
っ
て
き
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
ち
、
筆
者
が
継
続
し
て
調
査
し
て
い
る
比
婆
荒
神

神
楽
を
事
例
に
し
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
。
本
稿
の
目
的
は
、
地
元
に
残
さ
れ
た
歴

史
資
料
、
神
楽
の
舞
手
が
書
き
残
し
た
手
記
、
広
島
県
神
職
会
が
発
行
し
た
雑
誌
な

ど
の
文
献
資
料
や
、
伝
承
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
比
婆
荒
神

神
楽
の
伝
承
者
た
ち
が
、
明
治
か
ら
第
二
次
大
戦
終
戦
ま
で
の
近
代
を
ど
の
よ
う
に

生
き
、
現
在
ま
で
神
楽
を
伝
え
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二
．
比
婆
荒
神
神
楽
の
概
要
と
神
楽
を
め
ぐ
る
諸
権
利
に
つ
い
て

現
在
の
庄
原
市
域
は
、
近
世
期
に
は
東
城
・
西
城
が
奴ぬ

可か

郡
、
比
和
・
高
野
・
口
和
・

庄
原
北
部
が
恵え

そ蘇
郡
、
庄
原
南
部
は
三み

上か
み

郡
、
総
領
が
甲こ
う
ぬ奴
郡
と
し
て
区
分
さ
れ
て

い
た
。
近
世
に
は
、
郡
毎
に
神
主
が
組
織
化
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
郡
に
所
属
し
て
い

る
神
主
が
共
同
で
神
事
を
執
行
し
て
い
た
た
め
、
郡
の
違
い
は
、
神
事
の
内
容
や
祭

式
の
違
い
を
生
み
出
し
た
。
神
楽
を
例
に
す
る
と
、
現
在
奴
可
郡
で
は
「
比
婆
荒
神

神
楽
」、
恵
蘇
郡
で
は
「
比ひ

ば婆
斎さ
に
わ庭
神
楽
」、
三
上
郡
で
は
「
三
上
神
楽
」
と
い
う
名

称
で
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
演
目
・
詞
章
・
奏
楽
な
ど
に
違
い
が
あ
る
。

近
世
期
に
お
い
て
神
楽
の
執
行
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
神
社
の
脇
に
定
住

図１　庄原市概略図
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し
、
村
氏
神
や
氏
子
が
祀
る
神
々
の
祭
祀
を
司
る
神
主
た
ち
だ
け
で
あ
っ
た
。
明
治

時
代
に
な
る
と
、
一
般
家
庭
出
身
の
村
人
た
ち
も
神
楽
を
舞
え
る
よ
う
に
な
り
、
現

在
は
、
近
世
以
来
の
神
主
と
村
人
た
ち
が
結
成
し
た
神
楽
社
が
共
同
で
神
楽
を
執
行

し
て
い
る
。

東
城
町
・
西
城
町
で
は
、
稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
一
〇
月
頃
か
ら
年
末
に
か
け
て
、

あ
ち
こ
ち
で
神
楽
が
行
わ
れ
る
。
開
催
さ
れ
る
神
楽
に
は
、
規
模
や
目
的
に
よ
り
種

類
が
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
に
は
、
一
つ
の
荒
神
を
共
同
で
祀
る
「
名み
ょ
う」
と
呼
ば
れ
る

地
縁
組
織
が
あ
る
。
こ
の
名
の
範
囲
内
に
鎮
座
す
る
本も
と
や
ま山
三さ
ん
ぽ
う宝
荒こ
う
じ
ん神
を
中
心
と
し
た

神
々
に
対
し
、
名
に
よ
っ
て
異
な
る
一
三
年
・
一
七
年
・
三
三
年
に
一
度
の
式
年
で
、

四
日
四
夜
に
わ
た
る
大
き
な
規
模
で
行
わ
れ
る
の
が「
大お
お
か
ぐ
ら

神
楽
」で
あ
る
。
ま
た
、「
大

神
楽
」
を
奉
納
し
て
か
ら
三
年
目
に
は
、
二
日
一
夜
の
「
御み
と
び
ら

戸
開
き
神
楽
」
が
奉
納

さ
れ
る
。
式
年
の
年
以
外
に
も
、
名
（
地
区
）
内
に
不
幸
が
続
い
た
り
し
た
時
や
逆

に
豊
作
で
五
穀
豊
穣
を
感
謝
す
る
時
、
氏
子
が
願
を
掛
け
た
時
な
ど
に
は
、
本
山
三

宝
荒
神
に
対
し
二
日
一
夜
の
「
小こ
か
ぐ
ら

神
楽
」
が
奉
納
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
名
を
単
位
と
し
て
執
行
さ
れ
る
神
楽
の
ほ
か
に
、
氏
神
社
の
秋
祭
り
の
前
夜
祭
に

奉
納
さ
れ
る
「
宮
神
楽
」、
新
築
の
家
を
祓
い
清
め
る
と
と
も
に
家
の
披
露
を
兼
ね

て
行
わ
れ
る
「
こ
け
ら
ば
ら
い
の
神
楽
」、
牛
馬
の
守
護
神
で
あ
る
大だ

い
せ
ん山
神
を
特
に

招
い
て
行
う
「
大
山
神
楽
」
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
神
楽
に
お
い
て
、
神
楽
を
舞
い
、
神
事
を
行
う
神
主
と
神
楽
社
に
対
し
、

荒
神
の
祭
祀
組
織
で
あ
る
名
や
村
氏
神
社
の
氏
子
は
、
神
楽
の
依
頼
者
で
あ
り
、
運

営
主
体
、
資
金
負
担
者
と
な
る
。
神
楽
は
、
こ
の
三
者
の
協
力
の
も
と
執
行
さ
れ
て

い
る
。

そ
の
な
か
で
も
式
年
で
行
わ
れ
る
大
規
模
な
大
神
楽
は
、
依
頼
者
で
あ
る
名
の
側

か
ら
す
る
と
、
大
変
な
出
費
が
必
要
な
一
大
事
で
あ
っ
た
。
東
城
町
森
白
鬚
神
社
中

島
家
蔵「
兼
清
名
荒
神
々
楽
入
用
物
覚
」（
文
化
一
四
・
一
八
一
七
年
）に
よ
る
と
、「
兼

清
名
神
楽
仕
切
り
（
６
）」、
つ
ま
り
神
楽
を
運
営
す
る
た
め
の
資
金
と
し
て
、
銀

百
七
十
目
（
匁
）
と
籾
一
石
二
斗
・（
玄
）
米
三
斗
三
升
・
白
米
三
斗
三
升
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
（
東
城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
、八
〇
三
）。
ま
た
、
地
元
の
松
崎

守
登
は
、「
大
神
楽
の
費
用
は
、
昔
は
名
頭
（
大
当
屋
）
が
米
三
俵
（
三
斗
入
）、
小

当
屋
が
米
二
俵
を
出
し
、
残
り
を
荒
神
ブ
ロ
の
フ
ロ
木
を
売
却
し
た
り
、
名
内
各
戸

の
資
産
に
応
じ
て
費
用
を
割
当
て
て
い
た
」（
東
城
町
教
育
委
員
会
、

一
九
八
二
、一
七
七
）
と
書
き
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
現
在
の
価
値
に
換
算
し
て

考
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
現
在
の
大
神
楽
で
は
数
百
万
円
が
必
要
と
な
る
こ
と
も

あ
り
、
大
神
楽
を
開
催
す
る
に
は
莫
大
な
資
金
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
半
面
、
神
楽
の
執
行
者
に
と
っ
て
み
る
と
、
大
神
楽
は
多
く
の
供
物
や

祭
料
を
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
大
き
な
収
入
源
で
あ
っ
た
。「
兼
清
名
荒
神
々
楽

入
用
物
覚
」
の
支
出
の
項
を
見
る
と
、
小
奴
可
村
の
堀
井
筑
前
や
大
佐
村
の
御
崎
市

正
な
ど
神
楽
を
執
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
神
主
た
ち
に
は
、
一
人
当
た
り
二
匁
か
ら

六
匁
が
支
払
わ
れ
て
い
る
（
東
城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
、八
〇
一
）。
こ
う
し

た
祭
料
に
加
え
神
主
は
、
担
当
す
る
神
役
に
応
じ
て
報
酬
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
次
大
戦
前
頃
ま
で
、
荒
神
の
舞
納
め
に
お
け
る
神
柱
役
、
白
蓋
引
き
や
祝
詞
奏

上
の
担
当
者
な
ど
、
重
要
な
役
目
を
担
っ
た
も
の
は
、
米
俵
一
俵
を
報
酬
と
し
て
受

け
取
る
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
神
楽
に
お
い
て
は
金
銭
的
な
や
り
取
り
が
な
さ
れ
る
た
め
、
近
世

期
に
は
、
神
楽
な
ど
の
大
き
な
神
事
に
お
け
る
利
益
の
配
分
に
関
し
て
、
社
家
間
で

取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
庄
原
市
本
郷
（
旧
恵
蘇
郡
）
艮
神
社
児

玉
家
蔵
の
、
慶
長
一
七
（
一
六
一
二
）
年
四
月
二
六
日
付
け
で
恵
蘇
郡
伊
与
村
の
神

祇
大
夫
か
ら
艮
の
火（
ひ
や
さ
こ
）

矢
廻
千
日
大
夫
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
「
伊
與
村
神
祇
太
夫
詫
状

寫
」
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

一
御
神
前
御
湯
立
□（
之
）時
者
、
の
つ
と
銭
、
□（
か
）け
之
う
お
鳥
、
調
可
申
候
、

一
浄
土
か
ぐ
ら
之
時
、
こ
う
布
之
事
、
千
日
様
へ
無
相
違
あ
げ
可
申
候
、

一
こ
う
神
ま
い
之
時
者
、
本
旦
之
こ
う
布
、
と
う
か
ふ
と
、
大
□
刀
手
御
座
候

ハ
ヽ
、
上
可
申
事
、
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（
広
島
県
、
一
九
七
八
、九
八
七
）

恵
蘇
郡
の
社
家
衆
が
共
同
で
執
行
し
た
と
思
わ
れ
る
大
き
な
神
事
（
湯
立
て
・
浄
土

神
楽
・
荒
神
舞
）
で
は
、役
を
担
っ
た
こ
と
に
対
す
る
報
酬
だ
と
思
わ
れ
る
祝
詞
銭
や
、

祭
場
に
供
え
ら
れ
た
掛
鳥
・
掛
魚
な
ど
供
物
の
取
り
分
に
関
し
て
規
定
が
定
め
ら
れ

て
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
神
布
の
こ
と
、
千
日
様
へ
相
違
な
く
あ
げ
申
す
べ
く
候
」

と
い
う
よ
う
に
、
恵
蘇
郡
に
お
け
る
社
家
組
織
の
長
を
務
め
て
い
た
艮
神
社
の
千
日

太
夫
の
優
位
性
が
見
て
と
れ
る
。

ま
た
、
庄
原
市
高
野
町
南
大
宮
八
幡
宮
堀
江
家
に
は
、
地
域
に
お
け
る
神
事
に
関

す
る
規
定
を
記
し
た
歴
史
資
料
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、「
多
賀
山
組

社
家
衆
連
署
請
文
」（
正
保
四
・
一
六
四
七
年
）
に
は
、以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一
堀
江
氏
江
無
相
談
他
所
太
夫
引
受
神
楽
神
遊
諸
神
事
仕
間
敷
事
、

一
神
楽
之
節
東
棚
附
之
物
不
残
堀
江
太
夫
殿
ヘ
家
格
ニ
而
納
候
事
、

一
神
楽
之
節
神
渡
山
納
神
遊
諸
色
半
分
堀
江
氏
江
納
候
事
、

　

右
之
通
末
代
迄
永
々
家
之
格
也
、
少
茂
違
背
仕
間
敷
、

　

為
後
々
年
証
人
相
立
一
礼
相
渡
申
処
如
件
、

　
　

正
保
四
年
（
以
下
略
）（
堀
江
、
一
九
九
七
、一
一
六
）

現
在
の
庄
原
市
高
野
町
域
の
神
主
た
ち
は
、
共
同
で
神
事
を
執
行
す
る
多
賀
山
組
を

結
成
し
、
南
村
の
堀
江
家
が
惣
頭
役
を
務
め
て
い
た
。
①
多
賀
山
組
の
神
主
（
太
夫
）

は
、
堀
江
家
に
相
談
な
く
、
多
賀
山
組
以
外
の
神
主
が
主
宰
す
る
神
楽
や
神
弓
祭
な

ど
の
神
事
へ
参
勤
出
来
な
い
こ
と
、
②
神
楽
の
時
に
設
け
ら
れ
た
神
棚
の
供
物
の
う

ち
、
東
側
の
棚
に
供
え
ら
れ
た
供
物
は
、
す
べ
て
堀
江
家
の
も
の
と
な
る
こ
と
、
③

神
楽
に
お
け
る
神
渡
・
山
納
・
神
遊
に
使
っ
た
祭
具
（
米
俵
な
ど
）
の
う
ち
、
半
分

は
堀
江
氏
に
納
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
取
り
決
め
は
、
社
家
間
の
家

格
に
よ
り
末
代
ま
で
永
く
続
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
に
お
け
る
社

家
の
家
格
に
よ
り
、
神
事
へ
の
参
勤
に
よ
り
得
ら
れ
る
得
分
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
が
伝
承
さ
れ
る
東
城
町
・
西
城
町
（
旧
奴
可

郡
）
で
も
同
様
だ
っ
た
よ
う
で
、東
城
町
戸
宇
神
社
杤
木
家
蔵
「
神
役
相
定
之
事
」（
享

保
二
・
一
七
一
七
年
）
に
よ
り
そ
の
事
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
資
料
は
、
戸
宇
村
の

氏
神
八
幡
宮
・
一
宮
宮
（
現
戸
宇
神
社
）
の
社
家
で
あ
る
「
宮
脇
」
杤
木
家
の
当
主

杤
木
山
城
守
秀
久
が
、
息
子
の
杤
木
豊
後
を
「
宮
脇
」
杤
木
家
の
跡
継
ぎ
に
す
る
と

と
も
に
、
新
た
に
分
家
と
し
て
「
宮
本
」
杤
木
家
を
創
出
し
、
息
子
の
杤
木
但
馬
に

継
が
せ
る
際
に
作
成
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
資
料
中
に
「
当
村
社
法
社

役
両
大
夫
中
分
ケ
之
証
文
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戸
宇
村
に
お
い
て
「
宮
脇
」
杤
木
家

が
行
っ
て
い
た
氏
神
祭
祀
や
村
方
荒
神
祭
祀
な
ど
の
社
役
の
分
担
、
初
穂
の
得
分
、

旦
那
の
配
分
に
関
す
る
誓
約
書
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
村
内
で
執
行
さ
れ
る
神
楽

に
伴
う
利
益
の
配
分
に
関
す
る
規
定
も
あ
る
。

一
当
氏
八
幡
宮
一
宮
宮
舞
殿
御
神
楽
銭
神
楽
米
之
儀
ハ
両
社
家
半
分
分
ニ
仕
収

納
可
能
仕
定

　
（
中
略
）

一
村
方
荒
神
之
神
楽
之
時
分
ハ
前
申
よ
リ
両
社
家
立
会
可
相
勤　

神
務
之
儀
ハ

豊
後
旦
中
ニ
神
楽
有
之
候
時
ハ
銀
弐
拾
目
但
馬
江
可
送
但
馬
旦
中
ニ
神
楽
有
候

時
ハ
銀
弐
拾
目
豊
後
江
可
送
此
外
神
務
何
ほ
ど
存
之
候
と
も
互
ニ
弐
拾
目
送
候

外
銘
々
之
旦
那
切
リ
ニ
相
渉
リ
候
神
務
収
納
可
仕
事

（
東
城
町
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
二
、七
七
三
〜
七
七
四
）

こ
の
よ
う
に
神
楽
は
、
神
楽
を
執
行
す
る
者
に
と
っ
て
、
祭
料
・
御
花
代
・
供
物
な

ど
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
収
入
源
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
に

し
て
、
次
節
で
は
、
近
世
期
の
神
楽
を
め
ぐ
る
諸
権
利
・
諸
関
係
が
変
質
し
て
い
く

明
治
以
降
の
近
代
に
、
ど
の
よ
う
な
体
制
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
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し
て
い
き
た
い
。

三
．
明
治
期
の
比
婆
荒
神
神
楽

三
．
一
　
氏
子
の
進
出
と
神
職
の
動
向

東
城
町
の
社
家
に
残
さ
れ
た
近
世
期
の
神
楽
の
役
差
帳
や
、
各
人
に
分
け
ら
れ
た

報
酬
な
ど
を
記
し
た
記
録
類
に
よ
る
と
、
式
年
で
行
わ
れ
る
大
神
楽
に
お
け
る
神
楽

の
舞
手
は
、
す
べ
て
神
職
が
務
め
て
い
た
。
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
の
「
広
重
名

神
楽
役
定
官
名
帖
」（
東
城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
、七
九
二
〜
七
九
四
）
に
は
、

一
八
名
の
神
職
、
同
じ
く
文
化
九
年
の
「
湯
谷
名
神
楽
役
定
人
別
帖
」（
東
城
町
教

育
委
員
会
、
一
九
八
二
、七
九
四
〜
七
九
六
）
に
は
、
一
六
名
の
神
職
の
名
前
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
の
「
湯
谷
名
荒
神
々
楽
役
割

覚
帳
」（
東
城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
、七
九
七
〜
八
〇
〇
）
に
は
、
合
計
二
四

名
の
神
職
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
神
楽
を
主
宰
す
る

引
受
神
主
の
中
嶋マ
マ

播
磨
の
ほ
か
、
菅
村
の
木
山
隠
岐
な
ど
近
隣
の
中
筋
地
域
の
神
職

だ
け
で
な
く
、
大
佐
村
の
御
崎
薩
摩
や
佐
々
木
信
濃
な
ど
西
城
地
域
の
神
職
、
粟
田

村
の
広
田
出
羽
な
ど
の
東
城
地
域
の
神
職
も
参
加
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
旧
奴

可
郡
（
現
東
城
町
・
西
城
町
）
内
で
神
楽
を
舞
っ
て
い
た
の
は
、
京
都
の
吉
田
家
か

ら
裁
許
状
を
得
た
神
職
だ
け
で
あ
っ
た
。

比
婆
荒
神
神
楽
の
担
い
手
の
変
遷
を
論
じ
た
難
波
宗
朋
に
よ
る
と
（
難
波
、

一
九
八
二
、一
二
五
）、
近
世
期
の
旧
奴
可
郡
内
に
は
、
神
楽
を
演
ず
る
た
め
の
協
力

組
織
と
し
て
、
東
城
組
・
中
（
中
筋
）
組
・
西
城
組
と
い
う
三
つ
の
神
楽
組
が
、
神

職
た
ち
に
よ
り
結
成
さ
れ
て
い
た
。
各
村
で
行
わ
れ
る
二
日
一
夜
の
小
神
楽
は
各
組

毎
に
行
っ
て
い
た
が
、
四
日
四
夜
に
わ
た
る
大
神
楽
の
執
行
時
に
は
、
中
組
と
西
城

組
は
合
同
で
奉
仕
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
中
組
と
西
城
組
を
構
成
し
た
神
職
に
つ
い
て
、
地
域
に
残
さ
れ
た
記
録
に
よ

り
確
認
し
て
み
た
い
。
明
治
三
七
年
に
庄
原
市
東
城
町
八
幡
で
生
ま
れ
、
大
正
一
一

年
に
神
楽
社
「
神
光
社
」
に
入
社
し
て
以
来
、一
般
家
庭
出
身
の
舞
太
夫
（
神
楽
太
夫
）

と
し
て
長
年
活
躍
し
、
戦
後
に
は
「
比
婆
神
代
神
楽
社
」
の
社
長
も
務
め
た
藤
原
元

美
氏
（
７
）
は
、
自
身
の
神
楽
に
関
す
る
活
動
を
書
き
残
し
た
手
記
を
残
し
て
い
る
。

彼
が
自
筆
し
た
「
備
後
中
筋
神
楽
歴
神
風
社
至
現
在
」
に
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
歴

史
を
記
述
す
る
な
か
で
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

古
く
は
中
筋
の
神
楽
と
伝
へ
、
明
治
以
前
以
降
の
神
楽
奉
奏
神
主
は
、
中
筋
東

部
で
は
戸
宇
村
栃（
マ
マ
）木
家
、
未
渡
村
若
林
家
、
川
鳥
村
中
島
家
、
山
中
村
沢
田
家
、

森
村
中
島
家
、田
黒
村
中
島
家
、菅
村
木
山
家
、小
奴
可
村
堀
井
家
、同
中
島
家
、

加
谷
村
高
尾
家
、
粟
田
村
廣
田
家
、
後
に
西
部
の
神
主
大
佐
村
御
崎
家
、
八
鳥

村
佐
々
木
家
、
八
鉾
村
松
尾
家
、
今
西
村
白
根
家
、
尺
田
熊
野
岡
崎
家
、
中
野

村
伊
藤
家
、
入
江
村
津
田
家
、
中
迫
村
伊
達
家
、
大
屋
村
伊
達
家
、
栗
村
妹（
マ
マ
）尾

家
等
々
、
大
神
楽
四
日
四
夜
は
連
合
奉
仕
し
て
い
た
記
録
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
一
四
頁
）

図２　奴可郡概略図
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一
つ
の
神
楽
組
が
、
神
社
の
脇
に
定
住
し
村
々
の
神
社
や
氏
子
が
祀
る
小
祠
の
祭
祀

を
担
う
、
一
〇
家
ほ
ど
の
社
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら

の
神
楽
組
が
、
奴
可
郡
に
お
け
る
神
楽
の
執
行
を
独
占
的
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
神
楽
に
奉
仕
で
き
る
の
は
神
職
だ
け
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
神
楽
に
伴
う
祭
祀
執

行
料
・
御
花
代
（
祝
儀
）
や
、
神
楽
場
に
供
え
ら
れ
た
供
物
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

特
権
を
所
持
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
社
家
に
は
神
楽
の
道
具
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
西
城
町
大

屋
今
西
白
山
比
咩
神
社
白
根
家
に
は
、
能
舞
の
大
蛇
退
治
に
用
い
る
蛇
頭
が
残
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
西
城
町
八
鳥
白
山
神
社
佐
々
木
奉
文
宮
司
に
よ
る
と
、
か
つ
て
は

各
社
家
の
お
家
芸
が
決
ま
っ
て
お
り
、
佐
々
木
家
は
大
黒
舞
、
御
崎
家
は
猿
田
彦
舞

が
得
意
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
明
治
時
代
に
入
る
と
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
。
難
波
宗
朋
に

よ
る
と
（
難
波
、
一
九
八
二
、一
二
五
〜
一
二
八
）、
神
職
だ
け
で
は
神
楽
の
担
い
手

が
不
足
す
る
よ
う
に
な
っ
た
幕
末
に
、
神し
ん
ぷ
う
し
ゃ

風
社
と
呼
ば
れ
る
神
楽
社
（
神
楽
団
）
が
、

中
筋
と
西
城
の
神
職
と
そ
の
子
弟
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
将
来
社

家
を
継
が
ず
に
外
へ
出
て
い
く
次
男
・
三
男
な
ど
も
神
楽
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
明
治
に
な
る
と
、
代
々
地
域
に
お
け
る
神
祭
祀
を
担
い
、
神
楽
を
演
じ
て
き
た

社
家
の
な
か
に
、
神
職
と
し
て
の
活
動
を
止
め
、
他
所
へ
転
出
す
る
家
も
生
じ
て
い

た
。
神
職
以
外
の
人
間
が
神
楽
を
舞
う
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
社
家
の

減
少
と
い
う
時
代
状
況
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
七
年
に
は
、
東
城
町
粟
田
の
神
職
広
田
氏
の
指
導
の
下
、
粟
田
・
竹
森
地
区

の
鉄
穴
師
が
集
ま
っ
て
砂さ

に
わ
し
ゃ

庭
社
が
結
成
さ
れ
た
。
砂
庭
社
は
、
結
成
当
初
か
ら
社
家

以
外
の
一
般
家
庭
出
身
の
者
が
多
く
、
新
興
の
神
楽
社
で
あ
っ
た
。
そ
の
舞
振
り
は
、

従
来
の
神
職
た
ち
が
伝
え
る
備
後
流
と
は
違
う
、
キ
ビ
キ
ビ
し
て
派
手
な
備
中
流
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
明
治
初
期
に
は
、
従
来
の
神
職
だ
け
で
な
く
、
一
般
家
庭
出

身
の
氏
子
も
神
楽
を
舞
う
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。

新
た
な
舞
手
の
登
場
を
受
け
、
地
元
の
人
々
は
、
同
じ
神
楽
を
舞
う
人
の
こ
と
を
、

近
世
以
来
の
社
家
の
人
間
（
神
職
）
の
こ
と
は
「
太た
ゆ
う夫
」、
明
治
以
降
に
神
楽
を
舞

う
よ
う
に
な
っ
た
一
般
家
庭
出
身
の
者
の
こ
と
は
「
舞ま
い

太だ
ゆ
う夫

（
神
楽
太
夫
）」
と
、

区
別
し
て
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
慣
習
は
、
現
在
も
続
い
て
い
る
。

明
治
の
中
頃
に
な
る
と
、
神
職
の
中
か
ら
神
楽
を
舞
う
こ
と
を
止
め
る
者
が
出
て

き
た
。
難
波
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

日
清
戦
争
が
す
ん
だ
こ
ろ
、「
神
職
は
神
に
奉
仕
し
祭
事
を
専
ら
つ
か
さ
ど
れ
、

神
楽
は
遊
芸
で
あ
る
か
ら
神
職
は
舞
っ
て
は
な
ら
ぬ
。」
と
い
う
趣
旨
の
県
知

事
の
示
達
が
あ
っ
た
。（
難
波
、
一
九
八
二
、一
二
七
）

こ
の
示
達
を
受
け
た
神
職
た
ち
は
、
①
神
楽
を
舞
う
の
を
や
め
る
、
②
遊
芸
的
な
能

舞
は
や
め
て
神
事
舞
（
七
座
神
事
）
だ
け
舞
う
、
③
従
前
と
変
わ
ら
ず
神
事
舞
と
能

舞
を
す
べ
て
舞
う
と
い
う
、
三
通
り
の
選
択
を
行
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
神
楽
を
舞
う

こ
と
を
や
め
た
神
職
の
代
わ
り
に
、
中
筋
地
区
の
農
家
の
青
年
を
中
心
と
す
る
一
般

家
庭
出
身
の
氏
子
が
、
多
く
神
風
社
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
難
波
、

一
九
八
二
、一
二
七
）。

こ
の
後
、
舞
太
夫
が
結
成
し
た
神
楽
社
は
、
図
３
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
筋
地

区
を
本
拠
と
す
る
神
風
社
系
と
東
城
地
区
を
本
拠
と
す
る
砂
庭
社
系
の
二
系
統
を
軸

に
、
大
小
の
神
楽
社
の
乱
立
、
統
廃
が
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
、
現
在
の
比
婆
荒
神
神

楽
社
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
楽
社
は
、
大
神
楽
に
お
い
て
遊
芸
的
な
能
舞

を
中
心
に
担
当
し
て
き
た
。

そ
の
一
方
神
職
は
、
依
然
と
し
て
神
楽
に
関
わ
り
続
け
、
現
在
も
大
神
楽
に
お
け

る
神
事
と
、
七
座
神
事
の
な
か
の
「
曲
舞
」
と
「
神
迎
え
（
神
務
）」
を
担
当
し
て

い
る
。
特
に「
神
迎
え
」の
舞
は
、神
職
し
か
舞
っ
て
は
い
け
な
い
曲
と
さ
れ
て
お
り
、

近
世
以
来
神
楽
を
舞
っ
て
き
た
神
職
が
保
持
す
る
、
神
楽
に
お
け
る
影
響
力
の
大
き

さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
時
代
に
神
楽
社
（
舞
太
夫
）
が
誕
生
し
て
以
降
は
、
神
職
が
神
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事
と
神
事
舞
（
戦
前
は
能
舞
も
）、神
楽
社
が
神
事
舞
と
能
舞
を
担
当
す
る
か
た
ち
で
、

分
業
し
て
大
神
楽
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。

三
．
二
　
神
職
が
神
楽
を
舞
わ
な
く
な
る
時
代
背
景

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
難
波
宗
朋
は
、
日
清
戦
争
の
後
に
県
知
事
か
ら
、
神
職
が

神
楽
を
舞
う
こ
と
を
禁
ず
る
示
達
が
出
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
た
（
難
波
、

一
九
八
二
、一
二
七
）。
し
か
し
な
が
ら
管
見
の
限
り
、
こ
の
時
期
に
広
島
県
か
ら
出

さ
れ
た
示
達
の
な
か
に
、
神
職
が
神
楽
を
舞
う
こ
と
を
明
確
に
禁
止
す
る
条
項
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
こ
の
時
期
に
は
、
神
職
の
職
務
に
対
す

る
制
限
を
命
ず
る
示
達
が
度
々
出
さ
れ
て
い
た
。
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
三
月

に
日
清
戦
争
が
終
結
し
た
後
、
明
治
二
八
年
五
月
一
五
日
に
、
内
務
省
社
寺
局
長
か

ら
、
神
道
仏
道
各
宗
派
管
長
宛
に
、
宗
教
者
が
み
だ
り
に
政
治
を
議
論
し
、
治
安
を

図３　比婆荒神神楽を伝承する組織の変遷（難波宗朋（難波、1982）の
業績を基に、筆者の調査成果を合わせて作成した。）
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妨
害
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
布
達
が
出
さ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
広
島
県
で
は
、「
神

道
仏
道
各
教
宗
派
教
師
僧
侶
タ
ル
モ
ノ
ハ
」
の
書
き
出
し
が
、「
神
職
ハ
」
の
書
き

出
し
に
変
え
ら
れ
た
か
た
ち
で
、
県
内
の
神
職
へ
訓
令
が
出
さ
れ
た
（
８
）。
続
い
て

同
年
七
月
六
日
に
は
、「
神
職
と
し
て
為
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
」
を
規
定
す
る
訓
令

が
出
さ
れ
て
い
た
（
９
）。
広
島
県
を
は
じ
め
と
す
る
五
県
の
神
職
が
、
明
治
二
六
年

に
制
定
し
た
五
県
連
合
会
規
約
の
第
一
條
が
、
神
職
と
し
て
な
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為

に
相
当
す
る
た
め
、
そ
れ
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
神

職
が
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
を
諫
め
る
布
達
の
影
響
で
、
よ
り
神
職
の
職
務
（
神
楽
）

に
つ
い
て
制
限
す
る
指
令
が
出
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
、
資
料
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
ず
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
神
職
が
神
楽
を
舞
う
こ
と
に
対
す
る
規
制
の
時
代
背

景
と
し
て
、
こ
う
し
た
神
職
が
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
を
諫
め
る
示
達
が
多
く
出
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
神
楽
舞
か
ら
神
職
が
離
脱
す
る
傾
向
の
背
景
と
し
て
、
社
会
に
お
け
る
神

職
の
地
位
の
変
化
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
明
治
以
降
に
神
職
は
、
国
家
の
宗

祀
（
国
家
が
祀
る
べ
き
公
的
施
設
）
と
し
て
の
神
社
に
奉
職
す
る
公
的
身
分
と
な
り
、

当
時
の
国
家
体
制
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
国
家
神
道
を
布
教
す
る
に
相
応
し
い
高
潔
な

人
物
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
広
島
県
で
は
、
こ
う
し
た
明
治
政
府
の
政
策
に
基

づ
き
、
自
発
的
に
神
楽
を
舞
う
こ
と
を
や
め
る
選
択

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
し
た
神
職
が
、
多
く
い
た
よ

う
で
あ
る
。
広
島
県
甲
奴
郡
の
事
例
を
中
心
に
社
家
の
資
料
を
用
い
て
論
じ
た
田
中

重
雄
は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

明
治
四
年
に
は
社
頭
に
て
慢
に
神
楽
奉
納
禁
止
が
太
政
官
よ
り
達
せ
ら
れ
、

そ
の
後
も
た
び
た
び
「
神
職
神
楽
禁
止
令
」
が
出
さ
れ
、
神
職
が
直
接
神
楽
に

携
わ
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
神
楽
の
改
善
な
ど
が
厳
し
く
命
ぜ

ら
れ
、
各
郡
に
神
楽
人
取
締
が
置
か
れ
神
楽
人
の
進
退
・
行
動
が
監
視
さ
れ
た
。

明
治
二
十
一
年
有
福
賀
茂
神
社
祠
掌
桑
本
磐
門
は
祠
掌
に
し
て
神
楽
を
舞
っ
て

い
る
者
が
い
る
が
、
い
か
が
す
べ
き
か
の
伺
書
を
広
島
県
知
事
に
上
申
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
県
知
事
は「
伺
え
趣
当
庁
ニ
於
テ
指
令
ス
、一
キ
限
ニ
ア
ラ
ズ
」

と
神
職
の
神
楽
禁
止
令
を
尊
重
す
る
よ
う
回
答
し
て
い
る
。
勿
論
、
神
職
の
子

弟
や
旧
社
家
の
者
は
、
禁
止
令
の
対
象
外
で
あ
る
が
、
祠
掌
の
う
ち
に
は
神
楽

を
や
め
な
い
者
も
あ
っ
た
。
一
般
人
の
神
楽
を
舞
う
こ
と
に
、
氏
子
は
抵
抗
を

感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（
※
傍
線
筆
者
に
よ
る
）（
田
中
、
二
〇
〇
〇
、

二
五
〇
）

明
治
初
期
か
ら
神
楽
人
取
締
組
織
が
置
か
れ
、
神
楽
改
善
運
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と

の
指
摘
は
、
具
体
的
な
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
に
、
甲
奴
郡
上
下
町
有
福
（
現
府
中
市
上

下
町
有
福
）
の
賀
茂
神
社
の
祠
掌
（
神
職
）
が
、神
楽
を
舞
う
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
、

広
島
県
知
事
へ
伺
い
を
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
新
た
な
宗
教
政
策
が
施
行

さ
れ
た
明
治
時
代
は
、
近
世
以
来
神
楽
を
舞
っ
て
き
た
地
域
の
神
職
に
と
っ
て
、
神

職
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
や
そ
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
自
問
自
答
を
繰
り
返
し
、
揺

れ
動
い
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
な
か
で
、
神
職
は
神
楽
を
舞
う
べ
き
で
は
な
い
と
強
硬
に
主
張
す
る
者
も
い

た
。
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
広
島
県
神
職
取
締
所
が
発
行
し
た
広
報
誌
の
『
国

鏡
』
に
は
、
甲
奴
郡
の
立
上
中
和
が
投
稿
し
た
「
神
職
の
反
省
を
望
む
」
と
い
う
意

見
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。（
資
料
の
引
用
に
際
し
、
正
字
体
は
通
行
字
体
に
直
し
、

資
料
中
の
改
行
は
、
／
で
示
し
た
。
ま
た
、
読
解
の
た
め
私
に
句
読
点
を
付
す
と
と

も
に
、
傍
線
及
び
傍
点
を
付
し
た
。）

△
又
此
に
最
も
忌
々
し
き
は
、
社
掌
に
し
て
氏
子
の
奴
隷
と
な
り
、
毫
も
恥
ぢ

な
い
も
の
が
あ
る
の
と
、
奇
体
な
る
風
装
を
し
て
神
楽
舞
を
演
ず
る
こ
と
で
あ

る
。（
中
略
）

△
彼
の
舞
子
（
一
に
神
楽
人
）
な
る
も
の
と
伍
を
同
う
し
て
、
狂
言
の
出
来
損

ね
然
た
る
行
動
を
演
じ
、
五
行
祭
と
か
唱
へ
て
訳
も
分
ら
ぬ
振
舞
を
な
し
て
、
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愚
夫
愚
婦
に
嬉
し
が
ら
れ
、
僅
か
の
謝
儀
や
扇
子
料
を
目
当
て
に
神
職
た
る
の

威
信
を
自
ら
失
墜
し
、
恬
と
し
て
顧
み
な
い
も
の
が
あ
る
と
は
、
如
何
に
も
長

大
息
の
極
で
は
な
い
か
。

△
吾
人
は
、
神
職
の
人
選
や
監
督
を
厳
重
に
し
、
彼
の
神
楽
舞
の
如
き
は
根
本

的
に
廃
し
て
貰
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
若
し
俄
か
に
之
を
廃
す
る
こ
と
が
出
来
な

け
れ
は
、
せ
め
て
全
然
其
関
係
を
絶
ち
、
神
職
を
し
て
渠
等
と
行
動
を
共
に
す

る
こ
と
を
禁
じ
て
貰
い
た
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）

△
論
よ
り
証
拠
、
試
み
に
毎
年
秋
季
所
々
の
神
社
に
於
て
施
行
す
る
所
の
神
楽

な
る
も
の
を
見
た
な
ら
は
、
転
た
嘔
吐
を
催
す
と
共
に
、
渠
等
の
言
到
の
一
致

し
な
い
で
其
腹
の
穢
き
こ
と
が
能
く
分
か
る
で
あ
ら
う
。

△
之
れ
を
要
す
る
に
、
神
職
た
る
の
本
領
を
全
ふ
す
る
に
は
、
神
職
的
見
識
を

涵
養
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
国
家
と
神
社
と
の
関
係
を
明
か
に

し
た
な
ら
は
、
如
上
の
弊
害
を
尠
な
か
ら
し
む
る
に
庶
幾
か
ら
か
と
思
ふ
の
で

あ
る
。

『
国
鏡
』（
五
）
広
島
県
神
職
取
締
所
、
一
九
〇
一
年
、
二
四
〜
二
七
頁

神
職
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
述
べ
る
う
え
で
、「
国
家
と
神
社
と
の
関
係
」
が
重

視
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
立
上
は
、
国
家
神
道
の
立
場
か
ら
こ
の
意
見
文
を
書
い

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
す
る
と
、
国
家
の
宗
祀
た
る
神
社
に

奉
職
す
る
神
職
は
、「
嘔
吐
を
催
す
ほ
ど
下
劣
な
」
神
楽
と
は
一
線
を
画
す
べ
き
で

あ
り
、
神
楽
は
廃
止
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
立
上
は
、
未
だ
神
楽
を
舞
う
神

職
の
こ
と
を
、「
卑
陋
極
ま
る
神
楽
を
演
じ
て
只
利
是
射
る
底
の
似え

　

せ
而
非
神
職
」（
二
六

頁
）
と
呼
ん
で
批
判
し
て
い
る
。

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
時
代
の
広
島
県
で
は
、
新
た
な
時
代
の
神
職

像
に
基
づ
い
て
、
神
職
が
神
楽
を
舞
う
こ
と
を
否
定
す
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
意
見
が
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
し
て
い
る
東
城
町
・
西
城
町
の
神
職
た

ち
に
も
影
響
を
与
え
、
神
楽
を
舞
う
こ
と
を
控
え
さ
せ
た
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

日
清
戦
争
が
終
わ
っ
た
頃
（
明
治
二
八
・
一
八
九
五
年
）
に
起
こ
っ
た
神
職
の
神
楽

舞
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
神
職
は
、
①
す
べ
て
の
神
楽
を
舞
う
の
を
や
め

る
、
②
遊
芸
的
な
能
舞
は
や
め
て
神
事
舞
（
七
座
神
事
）
だ
け
舞
う
、
③
従
前
と
変

わ
ら
ず
神
事
舞
と
能
舞
を
す
べ
て
舞
う
と
い
う
、
三
通
り
の
選
択
を
行
っ
た
。
東
城

地
区
の
神
職
は
①
、
中
筋
地
区
の
神
職
は
②
、
西
城
地
区
の
神
職
は
③
の
選
択
を
す

る
者
が
多
か
っ
た
。
近
世
以
来
共
同
で
神
楽
を
執
行
し
て
き
た
神
職
た
ち
の
間
で
も
、

地
域
毎
に
対
応
が
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
選
択
の
際
に
神
職
た
ち
が
、

神
楽
の
何
を
「
良
い
」・「
悪
い
」
と
判
断
し
た
の
か
に
注
目
す
る
と
、
当
時
の
神
職

た
ち
が
保
持
し
て
い
た
神
楽
に
関
す
る
価
値
観
が
明
ら
か
に
な
る
。

四
日
四
夜
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
大
神
楽
は
、
性
格
の
違
う
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
か

ら
成
る
複
合
的
な
神
事
で
あ
り
（
表
１
参
照
）、
大
神
楽
の
次
第
は
、
Ａ
．
土
公
神

遊
び
や
白
蓋
引
き
な
ど
舞
を
伴
わ
な
い
「
神
事
」、
Ｂ
．
舞
に
よ
り
神
を
招
き
遊
ば

せ
る
「
神
事
舞
」、
Ｃ
．
岩
戸
開
き
な
ど
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
演
劇
的
に
演
ず
る
遊
芸

的
な
「
能
舞
」、
Ｄ
．
舞
い
な
が
ら
神
懸
か
り
に
至
る
「
託
舞
（
荒
神
の
舞
納
め
）」

と
い
う
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
分
類
に
沿
っ
て
三
つ
の
選
択
を
説
明

す
る
と
、
①
の
神
職
は
Ａ
と
Ｄ
、
②
の
神
職
は
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
、
③
の
神
職
は
Ａ
・
Ｂ
・

Ｃ
・
Ｄ
に
関
わ
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
ど
の
神
職
も
、
Ｄ
を
「
良
い
」
も
の
と
捉
え

て
お
り
、
舞
だ
か
ら
「
悪
い
」
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
一
方
、
Ｂ
と
Ｃ
に
つ
い
て
は
判
断
が
分
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
判
断
に
お
い
て
は
、
神
事
か
遊
芸
か
と
い
う
点
が
争
点
と
な
っ
た
。「
悪

い
」
と
判
断
さ
れ
た
「
能
舞
」
は
、「
国
譲
り
の
能
」「
岩
戸
の
能
」
な
ど
の
記
紀
神

話
に
基
づ
く
能
の
ほ
か
、
三
韓
征
伐
譚
な
ど
の
神
話
に
基
づ
い
て
地
域
に
祀
ら
れ
て

い
る
神
々
の
由
緒
を
演
ず
る
「
八
幡
の
能
」「
荒
神
の
能
」、
近
世
に
流
行
し
た
人
形

浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
影
響
を
強
く
受
け
た
「
玉
藻
の
前
の
能
」「
筑
波
山
の
能
」
な

ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
神
話
に
由
来
し
な
い
台
本
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
能
舞
」

に
は
、
剣
や
薙
刀
を
持
っ
た
複
数
の
演
者
に
よ
る
立
ち
回
り
や
、
道
化
役
に
よ
る
漫



11 総研大文化科学研究 第14号（2018）

談
な
ど
、
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
部
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
能
舞
」
に
関
し
て

付
与
さ
れ
た
遊
芸
と
い
う
判
断
は
、
信
仰
を
伴
わ
な
い
芸
能
（
神
事
で
は
な
い
）
だ

と
い
う
判
断
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
神
事
で
あ
る
が
、
こ
の
判
断
も
明
治
政
府
の

政
策
に
基
づ
く
国
家
神
道
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
地
方
独
特
の
在
り
方
を
し
て

い
た
。
た
と
え
ば
、
神
懸
か
り
を
伴
う
Ｄ
の
「
託
舞
」
は
、
明
治
政
府
の
政
策
上
禁

止
さ
れ
て
い
た
「
悪
い
」
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
楽
を
依
頼
す
る

こ
の
地
域
の
氏
子
に
と
っ
て
は
、
主
祭
神
で
あ
る
荒
神
の
託
宣
を
得
る
こ
と
こ
そ
が

重
要
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
に
応
え
る
「
託
舞
」
は
従
前
と
変
わ
ら
ず
「
良
い
」
も

の
と
判
断
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
神
職
の
神
楽
舞
か
ら
の
離
脱
は
、
政
府
の
政
策
に
よ
り
実

現
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
神
職
各
自
の
自
主
的
な
判
断
に
よ
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
近
世
以
来
の
神
楽
の
伝
承
者
で
あ
る
神
職
は
、地
元
に
お
け
る
価
値
観・

氏
子
の
要
求
と
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
政
策
・
言
説
・
価
値
観
と
の
相
剋
の
な
か
で
、
神

楽
を
舞
い
続
け
る
か
、
舞
う
こ
と
を
や
め
る
の
か
を
決
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三
．
三
　
神
楽
を
巡
る
規
約
の
近
代
化

前
稿
（
鈴
木
、
二
〇
一
七
c
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
明
治
三
〇
年
代
に
は
、
一

般
家
庭
出
身
の
神
楽
の
舞
い
手
を
「
神
楽
人
」
と
呼
び
、
神
楽
人
を
神
職
が
組
織
的

に
管
理
し
て
い
く
体
制
が
構
築
さ
れ
始
め
た
。
管
見
に
入
っ
た
資
料
の
う
ち
、
神
楽

人
規
制
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
っ
と
も
古
い
資
料
は
、
明
治
三
四

（
一
九
〇
一
）
年
に
広
島
県
内
の
各
神
職
ヘ
出
さ
れ
た
以
下
の
示
達
で
あ
る
。

乙
第
二
〇
号　
　
　

社
司
社
掌

神
楽
ハ
、
神
跡
ヲ
形
容
シ
、
創
国
樹
徳
ノ
功
業
ヲ
明
示
ス
ル
一
助
ナ
レ
ハ
、
従

来
ノ
醜
慣
ヲ
改
正
シ
、
神
徳
ヲ
顕
彰
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
候
所
、
却
テ
神
徳
ヲ
汚
瀆

シ
、
且
神（
マ
マ
）人
ハ
至
誠
ヲ
旨
ト
シ
、
世
俗
ノ
俳
優
同
様
ノ
所
為
ナ
キ
為
メ
、
各

平成二十五年八鳥名本山荒神年番大神楽の次第
初日 おはけ立て、神職集合、小当屋準備（神座、

切飾り、神饌準備など）
二日 湯立神事、荒神迎え、氏神迎え、諸神勧請、

祝詞、荒神遊び、慰霊祭
三日 大当屋準備（神座、切飾り、白蓋作り、神

饌準備など）、小当屋にて曲舞・榊猿田の舞
三夜 神殿移り、七座神事、祝詞神事（白蓋引き）、

能舞
四日 五行舞、龍押し、荒神の舞納め、神送り

表１　大神楽の次第

図４　神職が舞う神事舞「神迎え（神務）」 図５　神楽社が舞う能舞「筑波山の能」
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神
職
ハ
之
レ
カ
監
督
ヲ
ナ
シ
、
各
支
所
ニ
於
テ
取
締
規
約
ヲ
設
ク
ル
規
定
ニ
候
。

然
ル
ニ
近
来
各
所
ニ
往
来
シ
テ
、
自
カ
ラ
奏
舞
方
ヲ
勧
誘
シ
、
醜
体
ヲ
演
ス
ル

モ
ノ
往
々
有
之
趣
相
聞
エ
候
ヘ
共
、
右
ハ
神
職
ニ
於
テ
篤
ト
論
告
シ
、
矯
正
相

成
候
様
到
度
、
万
一
違
背
ノ
者
有
之
候
ハ
ヽ
、
神
楽
人
ノ
証
券
ヲ
没
収
シ
、
其

旨
申
告
相
成
度
此
段
論
達
候
也
。

明
治
三
十
四
年
十
一
月
二
日

広
島
県
神
職
取
締
所
所
長　

志
熊
直
人

『
国
鏡
』（
六
）
広
島
県
神
職
取
締
所
、
一
九
〇
一
年
、
奥
付

神
職
が
一
般
人
出
身
の
神
楽
人
を
管
理
監
督
す
る
た
め
に
、
各
地
方
の
神
職
管
理
所

支
所
毎
に
神
楽
人
取
締
規
約
の
制
定
を
行
い
、
神
楽
を
舞
う
た
め
の
免
許
で
あ
る
神

楽
人
証
券
の
発
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
近
年
神
職
の
管
轄
外
で

勝
手
に
奏
楽
者
を
勧
誘
し
、
神
楽
を
開
催
し
て
「
醜
態
」
を
演
じ
る
者
が
い
る
の
で
、

そ
れ
ら
に
対
し
神
職
が
矯
正
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
示
達
で
は
、
取
締
り
主
体
の
「
神
職
」
と
取
締
り

対
象
と
な
る
一
般
家
庭
出
身
の
「
神
楽
人
」
が
分
け
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
示
達
の
影
響
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
比
婆
荒
神
神
楽
ま
で
達
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
以
下
の
資
料
か
ら
判
明
す
る
。
外
題
に
「
神
楽
人
取

締
規
約
書
」
と
あ
る
資
料
は
、
西
城
町
八
鳥
白
山
神
社
佐
々
木
奉
文
氏
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
地
元
で
郷
土
研
究
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
た
黒
田
正
氏
か
ら
コ

ピ
ー
を
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
末
尾
に
署
名
し
て
い
る
人
物
の
名
前
か
ら
、
明

治
三
〇
〜
四
〇
年
頃
に
書
か
れ
た
資
料
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
現
在
原
本
の

所
在
は
不
明
で
、
コ
ピ
ー
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
地
区
の
神
楽
の
歴
史
を
考

察
す
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
た
め
、
以
下
全
文
紹
介
し
た
い
。

　

神
楽
取
締
規
約

　
　
　

第
一
條

神
樂
人
ハ
𦾔
神
官
社
會
ヨ
リ
組

織
ス
若
シ
人
数
少
キ
時
ハ
之
ヲ
俗
民

ヨ
リ
僱
成
セ
シ
ム

　
　
　

第
二
條　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

¬
一
丁
表

神
樂
人
ハ
其
責
任
ヲ
負
フ
ヤ
即
チ

姿
勢
ヲ
正
シ
ク
シ
粗
忽
ノ
振
舞
ナ
ク
各

自
ノ
職
ヲ
司
ル
ベ
キ
事

　
　
　

第
三
條

神
樂
人
ハ
常
ニ
言
語
ヲ
正
シ
ク
シ
テ

參
觀
ノ
人
ヲ
シ
テ
信
心
ノ
感
覺
ヲ
起　
　
　
　
　
　
　

 

¬
一
丁
裏

サ
シ
ム
ベ
シ

図６　「神楽人取締規約書」の表紙
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第
四
條

本
社
ハ
社
名
ヲ
大
冨
組
ト
稱
ス

　
　
　

第
五
條

本
社
ハ
規
律
ヲ
正
ス
為
左
ノ
吏
員

ヲ
置
キ
以
テ
諸
事
ヲ
諮
詢
ス　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

¬
二
丁
表

　
　

社　
　
　

長　
　

壱
人

　
　

副　

社　

長　
　

壱
人

　
　

典　
　
　

令　
　

壱
人

　
　

荷　

物　

係　
　

壱
人

　
　

金
銭
出
納
係　
　

壱
人

　
　
　

第
六
條

神
樂
人
ハ
常
ニ
社
長
ノ
命
令
ヲ
遵
守

ス
ル
ハ
勿
論
社
長
以
下
役
員
ニ
於
テ　
　
　
　
　
　
　

¬
二
丁
裏

不
埒
ノ
廉
ア
ル
時
ハ
本
人
ヨ
リ
申
出
テ

以
後
ヲ
岐
度
愼
ム
ヘ
キ
様
諫
言
ス
ベ
キ
ヿ

　
　
　

第
七
條

荷
物
係
ハ
毎
昼
夜
荷
物
運
送
幷
ニ

道
具
損
害
ヲ
来
ス
等
総
テ
荷
物
ニ
關

ス
ル
事
ハ
一
切
負
擔
シ
十
分
注
意
ノ
ヿ　
　
　
　
　
　

¬
三
丁
表

　
　
　

第
八
條

金
銭
出
納
係
ハ
毎
夜
ノ
社
儀
幷
ニ
花

等
ノ
出
納
ヲ
菅（
マ
マ
）理

ス
ベ
キ
事

　
　
　

第
九
條

神
樂
氏
子
ヨ
リ
請
聘
ニ
遇
フ
ト
キ
ハ
社

員
ノ
減
額
如
何
ハ
社
長
ノ
命
令
ニ
従
ヒ　
　
　
　
　
　

¬
三
丁
裏

亙
ニ
嫉
妬
ノ心
ヲ起
ス
ベ
カ
ラ
ズ

　
　
　

第
拾
條

典
令
ハ
毎
夜
神
樂
人
ヲ
指
揮
ス
ベ
シ

其
時
神
樂
人
ハ
其
指
圖
ニ
従
ヒ
怠
惰

ノ
心
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ

　
　
　

第
拾
壱
條　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

¬
四
丁
表

前
七
条
拾
条
ノ
本
文
ニ
ハ
典
令
荷
物

係
ハ
其
任
ヲ
引
受
ク
ル
ト
虽
も
事
務
繁

夛
ノ
時
ハ
社
員
ヨ
リ
亙
ニ
補
助
ス
ヘ
キ
ヿ

右
之
通
リ
取
究
候
間
屹
度
相
愼

候
依
此
規
約
ズ
ル
モ
ノ
也

　
　
　

大
冨
組
神
樂
社
員　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

¬
四
丁
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬
尾
亀
夫 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
達
八
雲 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
根
信
喜 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
木
夛
喜 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
根
瑞
穂 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
修
一 

印　
　
　

¬
五
丁
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
崎
良
雄 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬
尾
徳
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
久
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
達
島
一 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
木
喜
一 

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
田
儀
一 

印　
　
　
　

¬
五
丁
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
嵜
義
市 

印

神
楽
社
に
は
、
社
長
や
金
銭
出
納
係
な
ど
役
職
が
設
置
さ
れ
、
社
長
の
命
令
の
も
と

組
織
的
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
楽
社
の
社
名
で
あ
る
「
大
冨
組
」
は
、

西
城
町
の
市
街
地
近
傍
に
位
置
し
、
中
世
の
山
城
跡
が
あ
る
「
大
富
山
城
」
に
由
来
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し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
大
冨
組
」
と
い
う
名
称
か
ら
は
、
東
城
・
中
筋
地
域

と
は
違
う
、
西
城
地
域
の
人
々
が
結
成
し
た
神
楽
社
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
カ
ル
な

思
い
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
第
一
條
に
出
て
く
る
「
神
楽
人
」
と
い
う
名
称
や
、
第
二
條
・
第
三
條
で

示
さ
れ
て
い
る
、
神
楽
人
は
品
行
方
正
に
振
る
舞
い
、
参
観
者
に
信
心
を
起
こ
さ
せ

る
よ
う
に
す
る
べ
し
と
い
う
条
文
か
ら
、
こ
の
資
料
が
、
前
掲
の
広
島
県
神
職
取
締

所
か
ら
出
さ
れ
た
示
達
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
示
達
に
従
っ

て
結
成
さ
れ
た
他
地
域
の
神
楽
組
の
事
例
と
比
べ
る
と
、「
神
楽
人
」
は
「
旧
神
官

社
会
」
の
者
か
ら
構
成
さ
れ
、
人
数
が
少
な
い
時
に
は
「
俗
民
」
を
入
れ
る
と
し
た

点
が
、
西
城
町
で
結
成
さ
れ
た
「
大
冨
組
」
が
持
つ
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
神
楽
社
に

お
い
て
は
、「
旧
神
官
社
会
」
の
神
職
が
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
主
導
権
を
持
ち
、

一
般
家
庭
出
身
の
「
俗
民
」
は
、
人
数
が
足
ら
な
い
時
の
補
助
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。

実
際
に
資
料
末
尾
に
署
名
し
て
い
る
人
名
を
見
る
と
、
西
城
町
内
の
各
村
に
所
在

す
る
神
社
の
社
家
の
人
間
が
署
名
し
て
い
た
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
栗
大
森
神

社
瀬
尾
家
、
大
屋
岸
神
社
伊
達
家
、
中
迫
一
野
宮
神
社
伊
達
家
、
大
屋
今
西
白
山
比

咩
神
社
白
根
家
、
尺
田
熊
野
神
社
荒
木
家
、
八
鳥
白
山
神
社
佐
々
木
家
、
大
佐
天
戸

神
社
御
崎
家
、
入
江
天
満
神
社
津
田
家
、
尺
田
熊
野
神
社
岡
崎
家
と
い
っ
た
、
近
世

以
来
の
社
家
の
人
間
で
あ
る
。
彼
ら
は
、跡
を
継
が
な
い
神
職
の
子
弟
（
次
男
・
三
男
）

と
い
う
わ
け
で
な
く
、
当
時
の
当
主
や
、
家
督
を
継
ぐ
長
男
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
大
冨
組
」
は
、
神
職
が
「
神
楽
人
」
と
し
て
結
成
し
た
神
楽
社
で
あ

る
と
い
え
る
。

前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
神
楽
人
に
よ
り
結

成
さ
れ
た
神
楽
組
の
構
成
員
は
、基
本
的
に
一
般
家
庭
出
身
の
「
俗
民
」
が
主
で
、「
旧

神
官
社
会
」
の
神
職
は
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

広
島
県
神
職
取
締
所
か
ら
示
達
さ
れ
た
資
料
で
は
、
神
楽
を
舞
う
「
神
楽
人
」
の
こ

と
は
、
神
楽
人
証
券
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
で
神
楽
を
舞
う
権
利
を
得
る
一
般
家
庭
出

身
の
者
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
他
地
域
の
事
例
と
比
べ
る
と
、「
俗
民
」

を
排
し「
旧
神
官
社
会
」の
神
職
を「
神
楽
人
」で
あ
る
と
す
る
西
城
町
の
神
楽
社「
大

冨
組
」
は
、
特
異
な
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
明
治
中
期
に
結
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
神
楽
社
の
活
動
が
具
体

的
に
わ
か
る
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
神
主
た
ち
が
、

神
楽
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
う
が
、
神
楽
社
と
い
う
形
態
が
ど
れ

ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
た
か
は
明
確
で
な
い
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
新
た
に
神
楽
社
と
い
う
形
態
の
組
織
を
結
成
し
、
神
楽
に
関
す

る
規
約
を
制
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
広
島
県
神
職
取
締
所
か
ら
出
さ
れ

た
布
達
の
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
含
め
た
当
時
の
時
代
状
況
が
そ
の
背
景

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
に
な
る
と
、
砂
庭
社
の
よ
う
な
一
般
家
庭
出
身
の
氏

子
が
結
成
し
た
新
興
の
神
楽
社
が
活
動
を
開
始
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
対
抗
す
る
た

め
、
従
来
か
ら
の
神
楽
の
担
い
手
で
あ
り
、
奴
可
郡
内
で
の
神
楽
を
め
ぐ
る
権
利
の

独
占
者
で
あ
っ
た
神
職
た
ち
は
、
上
か
ら
の
指
令
に
基
づ
き
、
時
代
に
合
わ
せ
た
新

た
な
形
態
の
伝
承
組
織
（
神
楽
社
）
を
結
成
し
、
自
ら
を
「
神
楽
人
」
だ
と
規
定
す

る
と
と
も
に
、
規
約
を
定
め
て
組
織
的
な
活
動
を
志
向
し
た
。
こ
れ
は
、
前
稿
で
指

摘
し
た
よ
う
な
、
こ
の
地
域
の
神
職
間
で
慣
習
的
に
保
持
さ
れ
て
き
た
近
世
的
な
規

約
の
近
代
化
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
神
職
た
ち
は
、
明
治
時
代
の
新
た
な
宗
教
政
策

を
巧
み
に
利
用
し
、
時
代
に
応
じ
た
近
代
的
な
神
楽
の
執
行
体
制
を
構
築
す
る
こ
と

で
、
神
職
た
ち
が
保
持
し
て
い
た
神
楽
に
関
す
る
諸
権
利
の
維
持
を
図
っ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

四
．
た
た
ら
製
鉄
の
不
振
と
農
閑
期
の
稼
ぎ
と
し
て
の
神
楽

次
に
、
明
治
以
降
に
新
た
に
神
楽
を
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
舞
太
夫
（
神
楽
太
夫
）

に
焦
点
を
当
て
、
な
ぜ
彼
ら
が
新
た
に
神
楽
を
舞
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
て

い
き
た
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
明
治
初
期
に
結
成
さ
れ
た
砂
庭
社
は
、
た
た
ら
製
鉄
の
原
料

と
な
る
砂
鉄
を
採
取
す
る
鉄
穴
流
し
に
従
事
し
て
い
た
鉄
穴
師
に
よ
り
結
成
さ
れ
て
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い
た
。
神
職
以
外
の
村
人
た
ち
が
、
神
楽
を
舞
い
始
め
る
背
景
に
は
、
当
地
の
主
要

産
業
で
あ
っ
た
た
た
ら
製
鉄
の
衰
退
と
い
う
産
業
構
造
の
大
き
な
変
化
が
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
製
鉄
関
連
業
が
持
つ
影
響
力
の
大
き
さ
を
、
近
世
期

の
資
料
で
確
認
し
た
い
。
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
に
広
島
藩
が
作
成
し
た
地
誌
『
芸

藩
通
志
』
を
作
る
た
め
、
藩
内
の
村
々
に
提
出
さ
せ
た
記
録
で
あ
る
「
国
郡
志
御
用

ニ
付
下
し
ら
べ
書
出
帳
」
が
あ
る
。
郡
全
体
を
ま
と
め
た
「
郡
辻
帳
」
の
「
当
郡
山

川
之
形
勢
産
業
之
大
概
」
の
項
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

百
姓
ハ
農
業
ヲ
専
ニ
し
、
側
ニ
鉄
砂
を
取
り
、
炭
を
焼
、
駄
賃
馬
を
遣
ひ
申
候
、

凡
を
申
時
ハ
郡
内
東
西
を
限
り
、
北
ニ
は
鑪
有
り
、
鉄
砂
・
大
炭
諸
駄
賃
多
く
、

南
ハ
鍛
冶
屋
有
、
小
炭
焼
抔
い
た
し
稼
少
キ
方
ニ
御
座
候
、
其
外
産
業
難
弘
り

候
、
市
中
ハ
商
売
油
断
不
仕
候
得
共
、
郡
内
産
物
鉄
・
た
は
こ
之
外
ハ
左
而
已

他
所
へ
持
出
し
交
易
仕
候
品
乏
敷
、
他
所
よ
り
仕
入
商
ひ
申
候
、
余
ハ
村
々
書

上
帖
之
通
ニ
御
座
候
（
東
城
町
、
一
九
九
四
、一
八
四
〜
一
八
五
）

こ
う
し
た
状
況
は
明
治
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
砂
庭
社
が
根
拠
地

と
し
た
明
治
期
の
田
森
村
（
現
東
城
町
粟
田
・
竹
森
・
森
脇
地
区
）
に
つ
い
て
、
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

本
村
ハ
郡
内
東
北
部
ノ
山
間
ニ
僻
在
シ
、
維
新
当
時
ニ
ア
リ
テ
ハ
交
通
殊
ニ
不

便
ニ
シ
テ
他
ト
ノ
往
来
少
ナ
ク
、
住
民
ハ
耕
作
ト
牧
畜
ト
ヲ
以
テ
生
業
ト
シ
、

加
フ
ル
ニ
製
鉄
事
業
盛
ニ
シ
テ
生
活
極
メ
テ
安
易
ナ
リ

（
粟
田
村
尋
常
高
等
小
学
校
『
田
森
村
教
育
小
史
』、
一
九
二
二
年
、
二
頁
。）

近
世
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
生
業
は
、
急
峻
な
斜
面
に
開
か
れ
た
棚
田
の
耕

作
と
、
農
耕
牛
の
牧
畜
が
主
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
冬
季
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
、
麦
な

ど
の
二
毛
作
も
出
来
な
い
た
め
、
農
業
だ
け
に
限
る
と
生
産
性
の
低
い
土
地
で
あ
っ

た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
一
大
産
業
と
し
て
こ
の
地
域
の
人
々
が
従
事
し
て
い
た
の
が

製
鉄
関
連
業
で
あ
っ
た
。
周
辺
の
村
落
と
隔
絶
さ
れ
た
山
内
に
集
住
す
る
専
業
の
職

人
が
従
事
し
た
た
た
ら
製
鉄
と
、
生
産
さ
れ
た
鉄
を
加
工
す
る
鍛
冶
屋
は
、
特
別
な

職
人
た
ち
が
司
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
だ
け
で
は
た
た
ら
製
鉄
の
操
業
は

出
来
ず
、
周
辺
の
住
民
が
、
原
料
と
な
る
砂
鉄
を
採
取
す
る
鉄
穴
流
し
、
鉄
生
産
の

た
め
に
大
量
に
必
要
と
さ
れ
た
木
炭
の
生
産
な
ど
、
製
鉄
関
連
業
に
従
事
す
る
こ
と

で
鉄
生
産
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
て
行
な
っ
て
い
た
た

た
ら
製
鉄
は
、
多
く
の
地
域
住
民
を
養
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
先
の
「
生
活
極
メ
テ

安
易
ナ
リ
」
と
い
う
言
葉
は
、
仕
事
を
選
り
好
み
し
な
け
れ
ば
、
十
分
暮
ら
し
て
い

け
る
だ
け
の
稼
ぎ
先
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
明
治
の
中
頃
か
ら
本
格
化
す
る
洋
鉄
の
導
入
に
よ
り
変
化
し

て
い
く
。
岩
手
県
釜
石
製
鉄
所
は
、
明
治
二
七
年
以
降
に
本
格
操
業
を
開
始
し
、
明

治
三
四
年
に
は
福
岡
県
北
九
州
八
幡
製
鉄
所
が
設
立
さ
れ
た
。
最
新
の
西
洋
か
ら
学

ん
だ
鉄
生
産
技
術
に
よ
り
大
量
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
生
産
効
率
に
劣

る
従
来
の
た
た
ら
製
鉄
は
、
急
速
に
衰
退
し
て
い
く
。
大
正
一
二
年
に
は
商
業
生
産

が
終
焉
し
た
。
こ
う
し
た
製
鉄
関
連
業
の
衰
退
は
、
農
民
層
の
都
市
部
へ
の
流
出
に

結
び
つ
い
て
い
く
。

こ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
産
業
構
造
の
転
換
は
、
村
人
た
ち
が
神
楽
を
始
め
る

き
っ
か
け
と
関
連
し
て
い
た
。
現
在
比
婆
荒
神
神
楽
社
の
社
長
を
務
め
る
横
山
邦
和

氏
は
、
祖
父
の
横
山
友
一
氏
、
父
の
汎
氏
、
息
子
の
英
史
氏
・
友
和
氏
と
四
代
続
け

て
神
楽
の
重
要
な
伝
承
者
と
な
っ
て
い
る
。
近
世
以
来
の
社
家
の
人
間
で
は
な
い
横

山
家
の
人
間
が
、
新
た
に
神
楽
を
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。
田
地
春
江
は
、
横
山
汎
氏
か
ら
、
明
治
三
四
年
生
ま
れ
の
父
友

一
氏
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
聞
き
と
っ
て
い
る
。

父
親
は
粟
田
（
東
城
町
内
四
キ
ロ
余
り
東
の
谷
）
の
生
れ
、
ヤ
ド
名
（
屋
号
）

を
カ
ジ
ヤ
と
言
う
旧
家
だ
っ
た
。
墓
も
粟
田
に
あ
る
。
そ
れ
が
父
親
―
私
の
祖
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父
―
が
死
ん
で
、
と
う
〳
〵
他
人
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
こ
の
裏

の
小
林
言
う
家
と
親
戚
で
―
母
の
伯
母
さ
ん
が
嫁
に
来
て
い
た
―
そ
ん
な
関
係

で
こ
ゝ
へ
来
た
。
こ
の
家
は
、
居
っ
た
人
が
捨
て
ゝ
し
ま
っ
た
の
を
貰
う
て
来

て
こ
ゝ
に
普
請
し
た
。
粟
田
の
家
は
、
あ
と
に
な
っ
て
私
が
買
い
戻
し
た
。

神
楽
舞
い
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
女
房
の
兄
さ
ん
が
曲
淵
言
う
て
神
楽
や
っ

て
い
て
誘
わ
れ
た
。
二
十
歳
の
時
。
兵
隊
に
は
行
か
ざ
っ
た
。
行
く
は
ず
で
、

出
発
の
朝
に
は
仲
間
と
揃
っ
て
八
幡
様
で
祈
禱
し
て
貰
う
て
、
総
代
で
私
が
お

礼
を
言
う
て
庄
原
の
実
業
高
校
に
集
合
し
た
が
、
虫
が
刺
し
た
手
が
痛
う
て
か

な
わ
ん
、
私
一
人
戻
っ
た
。

わ
し
の
え
ぼ
し
親
（
契
約
親
）
は
当
時
村
長
だ
っ
た
が
、
若
い
時
、
神
楽
を

舞
う
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
相
談
し
た
ら
、神
楽
は
下ゲ
サ
ク作
（
下
品
）
な
も
ん
じ
ゃ

な
い
、
神
に
仕
え
る
仕
事
じ
ゃ
け
、
し
ん
さ
い
（
や
り
な
さ
い
）
言
う
こ
と
で
、

本ホ
ン
の
親
も
承
知
し
た
の
で
、
小
林
と
一
緒
に
始
め
た
。
そ
れ
迄
も
神
楽
は
好
き

じ
ゃ
あ
あ
っ
た
。
盛
ん
な
時
分
で
、
こ
ゝ
で
は
一
年
に
七
つ
も
十
二
も
あ
る
年

も
あ
っ
た
。（
田
地
、
一
九
九
五
、八
六
）

筆
者
も
横
山
邦
和
氏
か
ら
同
様
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
横
山
家
は
、
明
治

時
代
を
迎
え
て
か
ら
、
代
々
住
ん
で
き
た
家
を
手
放
し
、
先
住
者
が
放
置
し
た
空
き

家
を
譲
り
受
け
て
移
住
し
た
の
だ
と
い
う
。
旧
家
で
あ
っ
て
も
、
た
た
ら
製
鉄
の
衰

退
と
い
う
産
業
構
造
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
、
一
度
没
落
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
捉

え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
後
横
山
家
は
、
大
正
頃
か
ら
新
た
に
神
楽
を
習
い
、
神
楽
社
の

中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
部
へ
移
住
す
る
の
で
は
な

く
、
地
元
で
生
き
て
い
く
糧
を
得
た
。
実
際
に
友
一
氏
は
、
兵
隊
に
行
か
ず
帰
っ
て

き
た
あ
と
、
す
ぐ
に
嫁
を
も
ら
っ
て
所
帯
を
構
え
た
と
い
う
。

な
ぜ
明
治
以
降
に
、
一
般
家
庭
出
身
の
農
民
た
ち
が
神
楽
を
舞
う
よ
う
に
な
っ
た

の
か
。
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
回
答
と
し
て
、
雪
に
閉
ざ
さ
れ
る
山
間
部
の
農
家
に

と
っ
て
、
農
閑
期
の
貴
重
な
副
業
と
し
て
神
楽
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

五
．
地
元
以
外
で
の
遠
征
公
演

伝
承
者
に
と
っ
て
神
楽
が
収
入
源
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
ら
が

自
分
た
ち
の
収
入
を
増
や
す
た
め
に
、
新
た
な
演
奏
の
機
会
を
求
め
た
り
、
活
動
範

囲
を
広
め
た
り
す
る
こ
と
は
、
自
然
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
近

世
の
備
北
地
方
で
は
、
郡
毎
に
神
楽
組
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
の
神
楽
の
執

行
権
は
神
楽
組
（
神
職
た
ち
）
が
独
占
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動

範
囲
（
郡
）
を
越
え
て
、
他
所
者
が
神
楽
を
舞
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ

う
し
た
体
制
は
、
明
治
に
な
る
と
徐
々
に
変
化
し
て
い
き
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
伝
承

者
は
、
自
ら
の
活
動
範
囲
を
前
近
代
ま
で
と
は
比
に
な
ら
な
い
ほ
ど
広
く
し
て
い
っ

た
。そ

の
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
明
治
末
に
行
わ
れ
た
隠
岐
島
へ
の
遠
征
で

あ
る
。
明
治
四
五
年
四
月
に
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
神
光
社
は
、
地
元
出
身

者
の
紹
介
で
、
隠
岐
島
巡
業
を
行
っ
た
。
一
八
日
間
の
滞
在
中
五
回
神
楽
を
演
奏
し
、

八
円
の
謝
礼
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
（
難
波
、
一
九
六
二
、三
二
）。

昭
和
の
は
じ
め
に
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
神
風
社
が
、
広
島
市
内
で
開

催
さ
れ
た
博
覧
会
で
公
演
を
行
っ
た
。

昭
和
二
年
四
月
、
広
島
に
お
い
て
昭
和
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
期
間
中
に
二
回

に
わ
た
っ
て
昼
夜
神
楽
に
出
演
し
た
。
二
回
と
も
森
の
神
主
中
島
固
成
先
生
の

引
率
で
、
初
め
て
離
れ
た
土
地
の
大
観
衆
の
前
で
披
露
し
た
の
は
嬉
し
か
っ
た
。

（
藤
原
、
一
九
九
八
、一
一
）

こ
れ
以
降
神
風
社
は
、
従
来
活
動
範
囲
と
し
て
き
た
地
域
（
奴
可
郡
）
以
外
に
も
積

極
的
に
遠
征
し
、
公
演
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
藤
原
元
美
氏
が
書
き
残
し
た
手

記
に
よ
る
と
、
福
山
陸
軍
病
院
な
ど
で
の
慰
問
公
演
、
九
州
の
八
幡
製
鉄
所
に
お
け
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る
出
征
兵
士
の
武
運
長
久
神
楽
、
三
次
市
尾
関
山
公
園
で
の
神
楽
競
演
大
会
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
に
出
演
し
て
い
た
（
藤
原
、
一
九
八
八
、一
五
〜
二
四
）。

こ
う
し
た
舞
台
で
の
神
楽
公
演
ほ
か
に
、
中
国
地
方
各
地
に
所
在
す
る
神
社
の
秋

祭
や
荒
神
社
の
式
年
神
楽
な
ど
の
祭
礼
に
、
現
地
か
ら
請
わ
れ
て
神
楽
の
奉
納
を
行

う
こ
と
が
あ
っ
た
。
藤
原
元
美
氏
に
よ
る
と
、昭
和
一
〇
年
頃
よ
り
、広
島
県
神
石
郡
、

甲
奴
郡
、
恵
蘇
郡
、
双
三
郡
と
い
っ
た
、
地
元
で
あ
る
奴
可
郡
の
周
辺
地
域
へ
神
楽

奉
納
の
た
め
遠
征
を
行
っ
て
い
た
。
昭
和
一
四
年
以
降
に
は
、岡
山
県
北
部（
阿
哲
郡
・

真
庭
郡
・
上
房
郡
・
川
上
郡
の
一
部
）
へ
も
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
岡
山
県
内

で
の
神
楽
で
は
、
備
中
神
楽
を
伝
承
す
る
神
楽
社
と
の
両
山
神
楽
（
二
つ
の
神
楽
社

が
共
同
で
神
楽
を
演
ず
る
こ
と
）
の
形
態
で
奉
納
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
他
所
か
ら
呼
ば
れ
る
背
景
に
は
、
武
運
長
久
祈
願
の
た
め
に
神
楽
が
盛
ん
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
藤
原
、
一
九
八
八
、一
五
〜
二
四
）。

ま
た
神
風
社
は
、
昭
和
一
八
年
か
ら
新
し
く
、
旧
正
月
の
時
期
に
鳥
取
県
（
伯
備

線
沿
線
・
大
山
山
麓
）
へ
神
楽
の
巡
業
を
開
始
し
た
。
田
地
春
江
に
よ
る
と
（
田
地
、

一
九
九
五
、四
七
〜
五
四
）、
地
元
で
あ
る
奴
可
郡
で
は
、
稲
の
収
穫
を
終
え
た
一
〇

月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
が
神
楽
の
シ
ー
ズ
ン
で
、
新
年
を
迎
え
て
か
ら
神
楽
が
舞

わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
舞
太
夫
に
と
っ
て
一
月
半
ば
か
ら
自
分

の
家
の
苗
代
作
り
が
始
ま
る
四
月
ま
で
の
時
期
は
、
比
較
的
時
間
的
余
裕
が
あ
る
期

間
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
備
中
神
楽
の
社
中
（
三
坂
神
楽
社
）
が
行
っ
て
い
た
鳥
取
方

面
へ
の
春
神
楽
の
巡
業
へ
、
昭
和
一
四
年
か
ら
神
風
社
の
人
間
が
二
人
ほ
ど
で
手
伝

い
に
行
っ
て
い
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
昭
和
一
八
年
か
ら
は
、
神
風
社
単
独
で
巡
業

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神
風
社
は
、
旧
正
月
の
春
神
楽
と
し
て
、
一
シ
ー
ズ
ン
に
最

大
六
二
夜
神
楽
を
行
っ
て
い
た
が
、
戦
後
の
昭
和
三
五
年
に
中
止
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
神
楽
社
は
、
昭
和
を
迎
え
た
頃
か
ら
、

地
元
で
あ
る
奴
可
郡
以
外
で
積
極
的
に
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
神
楽
社
は
、
遠
征
先
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

か
ら
は
資
料
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
な
活
動
の
様
子
を
探
っ
て
み
た
い
。

図７　神風社による春神楽巡業の範囲
（田地春江『神楽大夫―備後の神楽を伝えた人びと』岩田
書院、一九九五年、四六頁より）

図８　井西家蔵神楽関係資料の一例
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奴
可
郡
の
西
端
に
位
置
す
る
庄
原
市
西
城
町
大
屋
地
区
か
ら
、
郡
境
で
あ
る
標
高

六
九
五
メ
ー
ト
ル
の
坊
地
峠
を
越
え
る
と
、
旧
恵
蘇
郡
の
庄
原
市
比
和
町
三み
つ
が
い
ち

河
内
地

区
（
旧
三
河
内
村
）
に
入
る
。
三
河
内
地
区
の
氏
神
社
で
あ
る
八
幡
神
社
の
宮
司
を

代
々
務
め
て
き
た
井い
ざ
い西
家
に
は
、
井
西
家
が
担
当
す
る
氏
子
地
域
内
（
旧
三
河
内
村
）

の
荒
神
社
に
、
式
年
で
奉
納
さ
れ
る
年
番
神
楽
に
関
す
る
資
料
（
神
名
帳
・
奉
加
帳
・

明
細
帳
・
配
役
帳
・
氏
子
年
付
）
が
七
〇
点
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、

大
正
期
か
ら
現
在
ま
で
の
も
の
で
、
年
番
神
楽
に
神
主
と
し
て
奉
仕
し
た
井
西
家
の

当
主
が
代
々
書
き
残
し
て
き
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
比
和
町
三
河
内
地
区
で
行
わ
れ
た
年
番
神
楽
で
は
、
夕
方
か
ら

朝
ま
で
夜
通
し
舞
わ
れ
る
神
楽
舞
と
し
て
、
受
け
持
ち
神
主
を
務
め
る
井
西
氏
を
中

心
と
し
た
恵
蘇
郡
の
神
主
が
参
集
し
、
比
婆
斎
庭
神
楽
の
演
目
が
舞
わ
れ
る
場
合
と
、

隣
の
奴
可
郡
か
ら
神
風
社
（
井
河
内
）
が
呼
ば
れ
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
演
目
が
舞
わ

れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、「
白
鳥
神
社
年
番
神
事
帳
」
に
よ
る
と
、
大
正
一
二
年
一
一
月
二
六

日
か
ら
二
九
日
ま
で
行
わ
れ
た
年
番
神
楽
で
は
、
本
祭
で
あ
る
二
八
日
に
、
日
中
に

遊
び
当
屋
で
行
わ
れ
る
神
弓
祭
（
御
幣
入
・
神
遊
）
が
終
わ
る
と
、
遊
び
当
屋
か
ら

行
列
を
組
ん
で
舞
当
屋
へ
「
神
殿
入
」
を
行
い
、
そ
こ
で
「
掛
歌
」「
祝
詞
」「
挨
拶
」

「
指
紙
式
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
後
、招
か
れ
た
神
楽
社
が
「
井
河
内
舞
」
と
「
五
行
」

を
舞
い
終
わ
る
と
朝
を
迎
え
、
神
送
り
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
に
「
井
河
内
舞
」
と
し

て
登
場
す
る
井い

ご
う
ち

河
内
と
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
え
る
砂
庭
社
系
の
本
拠
地
が
置
か

れ
て
い
た
東
城
町
粟
田
地
区
の
地
名
で
あ
る
。
井
河
内
を
拠
点
に
し
て
活
動
し
て
い

た
砂
庭
社
系
の
神
楽
社
は
、
通
称
「
井
河
内
」
の
神
楽
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
10
）。
そ

の
た
め
こ
の
記
述
か
ら
は
、
年
番
神
楽
に
お
け
る
神
事
の
部
分
を
地
元
恵
蘇
郡
の
神

主
が
担
当
し
、
神
楽
舞
の
部
分
を
、
隣
の
奴
可
郡
か
ら
招
い
た
「
井
河
内
」
が
舞
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ほ
か
に
、
奴
可
郡
か
ら
招
か
れ
た
神
楽
社
が
、
ど
の
よ
う
な
演
目
を
舞
っ
て
い
た

の
か
具
体
的
に
わ
か
る
資
料
が
あ
る
。「
毎
年
々
番
廣
畑
荒
神
々
事
神
名
帳
」
に
よ

る
と
、
昭
和
一
〇
年
一
一
月
二
二
日
か
ら
二
四
日
に
行
わ
れ
た
廣
畑
荒
神
の
年
番
神

楽
で
は
、
二
三
日
の
夜
に
舞
座
と
な
っ
た
公
会
堂
で
、
招
か
れ
た
神
風
社
が
、「
七

座
神
事
」「
八
幡
」「
八
戸
」「
国
譲
」「
王
子
旗
分
け
」
を
舞
っ
て
い
た
。
記
録
さ
れ

て
い
る
演
目
名
か
ら
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
演
目
を
舞
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
ほ
か
井
西
家
蔵
の
資
料
に
よ
る
と
、
昭
和
九
年
一
一
月
二
九
日
、
三
河
内
公

会
堂
で
行
わ
れ
た
山
王
社
・
山
之
神
荒
神
社
・
笹
々
屋
荒
神
・
山
之
神
谷
山
之
神
社

ノ
外
八
幡
宮
葺
替
祓
神
事
に
際
す
る
神
楽
、
昭
和
一
四
年
一
一
月
一
三
日
に
行
わ
れ

た
山
之
神
荒
神
社
年
番
神
楽
、
昭
和
一
八
年
一
一
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
白
鳥
神
社

年
番
神
楽
で
も
、
神
風
社
が
招
か
れ
て
い
た
。
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
神
楽
社

（
井
河
内
・
神
風
社
）
が
、
隣
の
恵
蘇
郡
三
河
内
地
区
に
度
々
招
聘
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
井
西
家
に
は
、
越お
っ
ぱ
ら原
地
区
の
年
番
神
楽
に
際
し
、
氏
子
か
ら
神
風
社
社
長

へ
の
出
演
依
頼
を
行
っ
た
手
紙
の
写
し
が
残
さ
れ
て
い
た
。縦
二
四
．六
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
三
二
．
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
文
字
が
裏
写
り
す
る
ほ
ど
薄
い
用
紙
に
、

鉛
筆
で
筆
記
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
に
も
神
楽
の
次
第
や
買
物
リ
ス
ト
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
判
別
不
可
能
な
部
分
が
多
い
。
こ
う
し
た
資
料
の
状
態
か
ら
こ
の
資
料

は
、
年
番
神
楽
に
お
い
て
責
任
者
の
立
場
に
あ
っ
た
者
が
、
近
く
に
あ
っ
た
有
り
合

わ
せ
の
紙
に
備
忘
録
と
し
て
メ
モ
を
書
き
残
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下

資
料
の
翻
刻
を
載
せ
る
。

昭
和
十
二
年
十
月
六
日　
　

比
婆
郡
比
和
町
三
河
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
神
社
固
本
会

　

神
風
社
長

　
　

高
柴
三
成
殿

一
時
に
御
身
越
原
滞
在
氏
子
中
協
議
ノ
上
左
記
ノ
通
リ
協
定
致
シ
候

ニ
付
キ
折
返
シ
何
分
ノ
確
認
致
度
候

　
　

御
記
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一
昭
和
十
二
年
十
一
月
十
五
日
越
原
惣
荒
神
年
番
神
楽
ハ
神
風
社
ヲ
招

聘
ス
ル
コ
ト
ニ
決
議
致
シ
候

一
日
並
ノ
伸
縮
ハ
絶
対
不
可
能
ニ
候

一
時
刻
ハ
午
後
七
時
正
確
ニ
開
始
致
シ
候

時
局
重
大
ノ
折
柄
乃
神
事
ハ
特
ニ
大
切
ニ
致
度

右
厚
ク
御
依
頼
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匆
々
不
尽

神
楽
開
催
の
一
ヵ
月
ほ
ど
前
に
、
神
楽
を
運
営
す
る
地
元
の
氏
子
（
八
幡
神
社
固
本

会
（
11
））
か
ら
神
風
社
の
社
長
へ
出
演
依
頼
の
手
紙
が
送
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た

手
紙
の
や
り
と
り
を
経
て
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
神
楽
社
は
、
地
元
以
外
で

の
神
楽
奉
納
を
実
現
し
て
い
た
。
近
代
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア（
郵
便
制
度
）の
発
達
は
、

遠
隔
地
の
人
間
と
も
安
価
に
早
く
連
絡
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
比
婆
荒
神
神
楽
の

地
域
社
会
外
へ
の
進
出
を
後
押
し
し
た
。

六
．
研
究
者
の
来
訪

比
婆
荒
神
神
楽
の
伝
承
者
た
ち
は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
地
域
社
会
の
外
で
の
神

楽
公
演
・
奉
納
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
中
央

の
研
究
者
の
目
に
留
ま
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
戦
前
と
い
う
早
い
段
階
で
調
査
が
行
わ

れ
て
い
た
。
藤
原
元
美
氏
は
、
昭
和
一
五
年
に
研
究
者
が
東
城
町
へ
来
訪
し
、
神
楽

の
現
地
調
査
を
行
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

そ
の
年
（
※
筆
者
註　

昭
和
一
五
年
）
の
十
月
二
十
五
日
、
八
幡
村
森
の
私
の

氏
神
、
白
髪マ
マ
神
社
秋
の
例
祭
前
夜
祭
に
、
山
水
楼
で
演
じ
た
七
座
の
神
事
か
ら

能
舞
全
体
を
拝
観
さ
せ
て
く
れ
と
、
早
稲
田
大
学
の
日
高
先
生
、
徳
永
先
生
が

希
望
さ
れ
、
神
主
中
島
固
成
先
生
と
も
協
議
の
結
果
お
出
で
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
、
氏
神
の
拝
殿
に
お
い
て
夕
方
五
時
よ
り
朝
日
の
昇
る
ま
で
熱
心
に
調
査

研
究
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
中
島
固
成
先
生
が
解
説
を
お
引
き
受
け

く
だ
さ
っ
た
。
終
わ
っ
て
大
正
旅
館
に
御
休
憩
い
た
だ
き
、
社
員
全
員
揃
っ
て

懇
談
の
末
、
こ
れ
は
文
化
財
の
条
件
を
充
す
も
の
故
、
い
ず
れ
来
る
決
定
す
る

日
を
待
つ
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
戦
争
も
激
し
さ
を
増
し

て
実
現
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。

（
藤
原
、
一
九
九
八
、一
八
〜
一
九
）

早
稲
田
大
学
の
日
高
先
生
と
は
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
長
も
務
め
た
日
高
只
一
の

こ
と
で
あ
る
。
日
高
は
、
明
治
一
三
年
に
現
在
の
広
島
県
山
県
郡
北
広
島
町
新
庄
で

生
ま
れ
た
後
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
に
入
学
し
て
坪
内
逍
遥
に
師
事
し
、
英
米
文
学
・

演
劇
学
の
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
、
秩
父
神
楽
や
佐
陀
神

能
な
ど
の
神
楽
の
ほ
か
、
青
森
県
八
戸
の
え
ん
ぶ
り
、
岩
手
県
の
獅
子
踊
、
京
都
府

図９　固本会から神風社への出演依頼の手紙
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の
六
斎
念
仏
な
ど
、
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
民
俗
芸
能
の
研
究
も
行
い
、
日
本
初
の
民

俗
芸
能
に
関
す
る
研
究
雑
誌
で
あ
る
『
民
俗
芸
術
』
に
論
文
を
投
稿
す
る
ほ
か
、
単

著
と
し
て
『
娯
楽
と
民
間
芸
術
』（
理
想
社
、
一
九
四
一
）
を
上
梓
し
て
い
た
。
日

高
只
一
は
、
小
寺
融
吉
や
永
田
衡
吉
な
ど
演
劇
学
の
立
場
か
ら
民
俗
芸
能
を
研
究
す

る
早
稲
田
派
の
一
人
で
あ
っ
た
。

日
高
の
著
作
の
中
に
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
に
言
及
し
た
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、
単
著
の
巻
頭
論
文
で
あ
る
「
娯
楽
と
民
間
芸
術
」
の
な
か
に
は
、
一
種
の
舞

踊
と
し
て
誕
生
し
た
神
楽
が
、
能
楽
や
歌
舞
伎
の
影
響
を
受
け
て
演
劇
化
し
て
い
っ

た
過
程
を
説
明
す
る
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

埼
玉
県
の
秩
父
神
楽
、
島
根
県
佐
陀
神
社
の
佐
陀
神
能
、
同
県
大
社
の
大
社
神

楽
、
岡
山
県
の
備
中
神
楽
、
広
島
県
比
婆
神
楽
、
福
岡
若
宮
八
幡
岩
戸
神
楽
等
々

に
見
る
も
其
発
展
過
程
は
推
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
（
12
）。

（
日
高
、
一
九
四
一
、一
一
〜
一
二
）

ま
た
、
昭
和
一
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
神
楽
の
演
劇
的
形
態
」
で
は
、
同
じ
大
蛇

退
治
の
筋
書
き
を
演
じ
る
比
婆
神
楽
（
比
婆
荒
神
神
楽
）
の
「
八
戸
能
」
と
佐
陀
神

楽
（
佐
陀
神
能
）
の
「
八
重
垣
」
を
、
詞
章
を
挙
げ
て
比
較
し
て
い
る
。

右
の
如
き
佐
陀
神
楽
が
先
づ
島
根
県
下
に
広
が
り
、
後
に
は
中
国
九
州
地
方
迄

も
伝
播
し
た
。
岡
山
県
下
に
名
高
い
備
中
神
楽
も
、
広
島
県
下
に
著
名
な
比
婆

神
楽
も
皆
其
の
類
で
あ
る
。（
日
高
、
一
九
四
四
、一
四
）

こ
こ
で
日
高
は
、
西
日
本
一
帯
に
伝
承
さ
れ
る
神
楽
の
祖
と
し
て
、
島
根
県
松
江
市

の
佐
太
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
佐
陀
神
能
を
捉
え
て
お
り
、
比
婆
荒
神
神
楽
も
そ
の
伝

播
の
列
に
連
な
る
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
後
に
本
田
安
次
が
全
国
の
神

楽
の
分
類
と
し
て
提
唱
し
、
国
の
文
化
財
行
政
の
な
か
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
定
説

化
し
た
「
出
雲
流
神
楽
（
採
物
神
楽
）」
の
発
想
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
佐
陀
神
能

を
出
雲
流
神
楽
の
源
流
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
、
戦
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
概
念
形
成
史
を
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
。

ほ
か
に
、
後
述
す
る
比
婆
山
顕
彰
運
動
の
主
導
者
で
あ
っ
た
宮
田
武
義
が
編
纂
し

た
「
比
婆
山
に
関
す
る
事
歴
」（
宮
田
、
一
九
六
八
）
に
は
、
昭
和
一
七
年
に
、
歴

史
学
者
の
植
木
直
一
郎
が
比
婆
山
登
山
を
行
う
と
と
も
に
、「
比
婆
神
楽
」
の
調
査

を
行
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
管
見
の
限
り
植
木
の
著
作
の
な
か
か
ら
、
比
婆
荒
神

神
楽
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
考
な
ど
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
國
學
院
大
學
教

授
で
あ
り
、
全
国
神
職
会
神
社
制
度
調
査
委
員
も
務
め
た
神
道
界
の
重
鎮
が
、『
古

事
記
』
に
ち
な
ん
だ
比
婆
山
麓
に
伝
承
さ
れ
る
「
比
婆
神
楽
」
を
調
査
し
た
と
い
う

の
は
、
比
婆
山
顕
彰
運
動
を
行
う
地
元
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
戦
前
と
い
う
早
い
段
階
で
中
央
の
研
究
者

に
よ
り
「
発
見
」
さ
れ
、
調
査
も
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
日
高
只
一
の
研

究
は
、
そ
の
後
の
中
国
地
方
に
お
け
る
神
楽
研
究
の
な
か
で
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
昭
和
四
〇
年
代
に
民
俗
学
者
の
牛
尾
三
千

夫
に
よ
っ
て
「
再
発
見
」
さ
れ
る
ま
で
、
民
俗
学
及
び
民
俗
芸
能
研
究
の
な
か
で
広

く
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

七
．
神
道
界
に
と
っ
て
の
模
範
的
神
代
神
楽
社

七
．
一
　
神
職
の
人
脈
を
通
じ
た
遠
隔
地
の
神
社
で
の
神
楽
奉
納

昭
和
一
二
年
に
広
島
県
神
職
会
が
発
行
し
た
雑
誌
に
、「
比
婆
郡
神
風
社
の
近
況
」

と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
比
婆
郡
の
神
風
社
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承

す
る
神
楽
社
の
こ
と
で
あ
る
。

比
婆
郡
東
部
支
会
後
援
の
も
と
に
先
年
復
興
し
、
本
県
に
於
け
る
模
範
的
神
代

神
楽
社
と
し
て
今
や
全
国
的
に
名
声
を
博
し
、
本
春
四
月
二
十
二
十
一
日
の
両
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日
讃
岐
加
麻
良
神
社
の
春
季
大
祭
に
特
別
招
聘
さ
れ
、
当
日
列
席
の
金
比
羅
宮

宮
司
よ
り
、「
日
本
一
」
と
ま
で
激
賞
さ
れ
、
五
万
有
余
の
拝
観
者
に
多
大
の

感
銘
を
与
へ
た
。
神
風
社
は
、
去
る
七
月
三
日
双
三
郡
三
次
十
日
市
町
八
幡
神

社
の
夏
季
大
祭
神
楽
へ
招
聘
さ
れ
、
千
五
百
有
余
の
拝
観
者
等
し
く
古
典
味
豊

な
る
神
楽
な
り
と
感
激
し
た
。
尚
同
社
は
来
春
は
香
川
徳
島
、
九
州
方
面
の
名

神
大
社
招
聘
に
応
じ
て
出
張
す
る
と
。

『
大
八
洲
』
二
四
（
八
）
広
島
県
神
職
会
、
一
九
三
七
、五
一
。

神
風
社
は
、
広
島
県
神
職
会
か
ら
「
模
範
的
神
代
神
楽
社
」
で
あ
り
、「
古
典
味

豊
な
る
神
楽
」
を
演
じ
て
い
る
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

神
職
た
ち
か
ら
評
価
さ
れ
た
模
範
的
な
神
楽
と
い
う
点
は
、
広
島
県
神
職
会
が
運

営
す
る
神
楽
員
制
度
の
認
証
を
き
ち
ん
と
受
け
て
い
る
点
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
昭
和
四
年
以
降
に
神
主
以
外
の
一
般
家
庭
出
身
の
者
が
、

広
島
県
内
で
神
楽
を
舞
う
に
は
、
広
島
県
神
職
会
本
部
が
発
行
す
る
神
楽
員
適
任
証

の
交
付
を
受
け
、
公
認
の
神
楽
員
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
。
昭
和
四
年
度
に

は
、
四
二
九
人
が
一
人
に
付
き
二
円
を
広
島
県
神
職
会
へ
納
め
、
神
楽
員
適
任
証
を

受
け
て
神
楽
員
と
し
て
活
動
し
て
い
た
が
、
適
任
証
の
効
力
が
一
年
毎
の
更
新
制
と

な
っ
た
昭
和
六
年
以
降
に
は
、
適
任
証
の
交
付
者
が
激
減
し
、
神
楽
員
認
定
制
度
は

形
骸
化
し
て
い
た
。
昭
和
一
四
年
度
に
な
る
と
、
適
任
証
の
交
付
者
は
六
〇
人
へ
と

急
減
し
て
い
た
が
、
神
風
社
の
社
員
は
、
以
下
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
適
任
証
の
交
付

を
受
け
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

神
楽
員
ニ
関
ス
ル
件

広
県
神
第
一
四
四
号
／
昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
／
広
島
県
神
職
会
長
／

各
神
職
支
会
長
殿

本
年
度
神
楽
員
適
任
証
交
付
者
左
ノ
通
リ
ニ
有
之
候
條
及
通
知
候
也

追
而
本
会
ノ
適
任
証
ヲ
有
セ
ズ
シ
テ
神
楽
員
タ
ル
ノ
行
為
ヲ
為
ス
者
ニ
対
シ
テ

ハ
厳
重
御
取
締
ノ
上
此
ノ
際
漏
レ
無
ク
適
任
証
ヲ
受
ク
様
御
取
計
相
成
度
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　

左　
　

記

昭
和
十
四
年
度
神
楽
員
認
可
者
名
簿

種
別 

番
号 

　
　
　

住
所 

　

氏
名

甲 

二
二
七 

比
婆
郡
八
幡
村
大
字
森 

高
柴
三
成

〃 

二
二
八 

〃 

藤
原
恒
美

〃 

二
二
九 

〃 

藤
原
元
美

〃 

二
三
〇 

〃 

神
川　

実

〃 

二
三
一 

〃 

藤
原　

豊

〃 

二
三
二 

比
婆
郡
田
森
村
大
字
竹
森 

曲
淵
銈
市

〃 

二
三
三 

〃 

横
山
友
一

〃 

二
三
四 

〃 

和
田　

忠

〃 

二
三
五 

〃 

竹
内
繁
美

〃 

二
三
六 

〃　
　

粟
田 

上
田
義
員

〃 

二
三
七 

〃　

八
幡
村
大
字
菅
耕 

田
川
晴
資
（
後
略
）

（『
大
八
洲
』
二
八
（
一
二
）
広
島
県
神
職
会
、
一
九
三
九
、三
二
〜
三
三
）

こ
こ
に
出
て
く
る
比
婆
郡
在
住
の
一
一
名
の
名
前
は
、
難
波
宗
朋
が
記
録
し
て
い
る

比
婆
荒
神
神
楽
を
舞
っ
て
い
た
当
時
の
神
楽
社
の
社
員
の
名
前
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す

る
（
難
波
、
一
九
六
二
、三
二
〜
三
三
）。
他
地
域
の
神
楽
員
た
ち
は
、
適
任
証
を
受

け
ず
に
神
楽
を
舞
っ
て
い
た
者
も
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
当
時
の
神
風
社
に

所
属
す
る
社
員
た
ち
は
、
き
ち
ん
と
適
任
証
を
取
得
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
よ

り
、
当
時
の
比
婆
荒
神
神
楽
の
伝
承
者
に
と
っ
て
、
神
職
会
か
ら
お
墨
付
き
を
得
る

こ
と
が
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
ぜ
神
職
会
か
ら
の
評

価
が
必
要
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
神
風
社
を
は
じ
め
と
す
る
比
婆
荒
神
神
楽
の
神

楽
社
は
、「
模
範
的
神
代
神
楽
社
」
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
利
用
し
て
、
遠
隔
地
の

神
社
へ
の
遠
征
を
行
い
、
神
楽
を
奉
納
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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藤
原
元
美
氏
が
残
し
た
記
録
に
よ
る
と
、
神
風
社
は
、
昭
和
一
〇
年
に
四
国
の
加

麻
良
神
社
（
現
香
川
県
観
音
寺
市
）、昭
和
一
一
年
に
三
豊
郡
（
現
香
川
県
観
音
寺
市
・

三
豊
市
）
の
神
社
四
か
所
で
神
楽
の
奉
納
を
行
っ
た
。
ま
た
昭
和
一
六
年
四
月
に
は
、

長
野
県
上
田
市
の
生
島
足
島
神
社
の
式
年
祭
で
奉
奏
を
行
っ
た
ほ
か
、
出
雲
大
社
春

季
例
祭（
五
月
）や
香
川
県
三
豊
市
の
大
水
上
神
社（
六
月
）で
神
楽
を
演
奏
し
た（
藤

原
、
一
九
九
八
、一
五
〜
一
七
）。

な
ぜ
広
島
県
備
北
地
方
を
本
拠
と
す
る
神
楽
社
が
、
遠
隔
地
の
神
社
に
呼
ば
れ
、

神
楽
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
地
元
で
神
楽
を
一
緒

に
奉
納
し
て
い
る
奴
可
郡
の
神
職
の
子
息
（
跡
継
ぎ
）
が
、
各
地
の
神
職
養
成
施
設

で
神
職
の
資
格
を
と
っ
た
り
、
地
元
に
戻
っ
て
く
る
ま
で
各
地
の
神
社
へ
奉
職
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
修
行
時
代
に
培
っ
た
人
脈
が
あ
っ
た
た
め
に
、
遠
征

を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば
、
西
城
町
八
鳥
白
山
神
社
佐
々
木
奉
文
宮
司
に
よ
る
と
、
そ
の
父
で
あ

る
佐
々
木
克
治
氏
は
、
青
年
時
代
に
愛
媛
國
学
院
で
学
び
、
そ
の
後
香
川
県
観
音
寺

市
の
琴
弾
八
幡
宮
に
奉
職
し
て
い
た
。
そ
の
時
に
培
っ
た
縁
が
、
四
国
へ
の
遠
征
に

結
び
つ
い
て
お
り
、
佐
々
木
克
治
氏
は
、
引
率
者
と
し
て
神
楽
社
に
同
行
し
て
い
る
。

ま
た
、
長
野
県
の
生
島
足
島
神
社
で
の
演
奏
は
、
西
城
町
大
屋
今
西
白
山
比
咩
神
社

白
根
家
の
子
息
が
こ
の
神
社
に
奉
職
し
て
い
た
た
め
、実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
藤

原
、
一
九
九
八
、一
六
）。

第
五
節
で
引
用
し
た
昭
和
二
年
の
広
島
市
内
に
お
け
る
昭
和
博
覧
会
へ
の
出
演

も
、
神
職
の
引
率
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
引
率
者
で
あ
る
東
城
町
森
白
鬚
神
社
の

中
島
固
成
宮
司
は
、
以
下
の
よ
う
に
東
京
で
学
ん
だ
経
験
を
持
っ
て
い
た
。

明
治
十
三
年
十
一
月
八
幡
村
中
島
専
太
郎
長
男
ト
シ
テ
生
ル
。
小
学
校
卒
業
後

東
京
ニ
於
テ
、
宮
中
典
佐
伯
有
義
ニ
就
テ
学
ビ
、
試
験
検
定
ニ
依
リ
、
皇
典
講

究
所
学
階
五
等
学
正
ヲ
受
ク
。
明
治
三
十
四
年
、
村
社
白
鬚
神
社
社
掌
村
社
菅

原
神
社
社
掌
ヲ
拝
命
ス
。
大
正
三
年
、
郷
社
爾
比
都
賣
神
社
社
司
ヲ
兼
務
シ
、

同
七
年
辞
ス
。
大
正
八
年
、
神
道
大
講
義
ニ
補
セ
ラ
ル
。
十
五
年
、
広
島
県
神

職
会
比
婆
郡
東
部
支
会
長
ニ
選
挙
セ
ラ
ル
。
昭
和
四
年
、
村
社
国
司
神
社
社
掌

ヲ
兼
務
ス
。
昭
和
九
年
、
全
国
神
職
会
長
ヨ
リ
職
務
勉
励
ヲ
表
彰
セ
ラ
レ
、
銀

盃
一
個
ヲ
受
ク
。
昭
和
十
二
年
、
広
島
県
ヨ
リ
新
嘗
祭
供
御
御
神
穀
米
謹
作
者

ニ
指
定
セ
ラ
レ
、
新
米
ヲ
謹
作
シ
テ
宮
中
ニ
棒
持
参
内
シ
テ
献
納
ス
。

（
内
藤
、
一
九
四
二
、二
九
五
）

中
島
氏
が
、
東
京
の
皇
典
講
究
所
で
学
び
、
奏
任
官
（
高
等
官
）
待
遇
の
神
職
に
就

任
で
き
る
学
階
「
学
正
」
を
受
け
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
島
氏
は
、

中
島
家
が
代
々
奉
仕
し
て
き
た
白
鬚
神
社
の
社
掌
に
就
任
す
る
た
め
、
地
元
に
帰
っ

て
き
て
か
ら
も
、
全
国
神
職
会
や
広
島
県
神
職
会
の
活
動
を
通
し
て
、
外
の
世
界
と

の
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、『
全
國
神
職
會
々
報
』
に
は
、「
神
社
合

祀
不
可
論
」（
一
一
八
号
、
一
九
〇
七
）、「
一
村
一
社
と
社
会
主
義
」（
一
四
七
号
、

一
九
一
一
）、「
神
道
大
學
設
立
論
」（
一
七
二
号
、
一
九
一
三
）
な
ど
、
明
治
末
の

神
社
合
祀
政
策
に
対
す
る
反
対
論
（
13
）
や
、
神
道
論
が
多
く
投
稿
さ
れ
て
い
る
。
広

島
県
神
職
会
が
発
行
し
た
雑
誌
に
も
、
た
く
さ
ん
の
論
考
・
意
見
文
を
寄
稿
し
て
お

り
、
開
明
的
で
学
者
肌
な
神
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
昭
和
一
五

年
に
東
京
か
ら
来
訪
し
た
日
高
只
一
ら
の
神
楽
調
査
に
お
い
て
は
、
自
身
が
社
掌
を

務
め
る
神
社
で
の
宮
神
楽
に
彼
ら
を
招
き
、
解
説
役
を
務
め
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
事
例
よ
り
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
地
域
社
会
の
外
へ
広
め
て
い
く
仲

介
者
と
し
て
積
極
的
に
動
い
て
い
た
の
は
、
神
職
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
神
楽
の
伝
承
者
で
あ
り
、
神
楽
社
の
引
率
者
で
も
あ
る
神
職
が
持
つ
外
部

世
界
と
の
パ
イ
プ
は
、
近
代
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
や
、
全
国
や
県
規
模
の
神

職
会
の
結
成
な
ど
に
よ
り
、
近
世
期
と
比
べ
て
格
段
に
広
く
大
き
く
な
っ
た
。
な
か

で
も
、
近
代
に
お
け
る
全
国
一
律
の
神
職
養
成
シ
ス
テ
ム
の
成
立
は
、
地
方
で
町
・

村
社
の
社
司
・
社
掌
と
し
て
活
動
す
る
神
職
が
取
り
結
ん
だ
外
部
社
会
と
の
関
わ
り

を
、
大
き
く
広
げ
る
画
期
と
な
っ
た
。
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明
治
一
五
年
に
「
内
務
省
令
乙
第
四
十
六
号
」
が
出
さ
れ
る
と
、
府
県
社
以
下
の

神
職
に
就
任
で
き
る
者
は
、
皇
典
講
究
所
及
び
皇
典
講
究
所
分
所
が
発
行
す
る
卒
業

証
書
・
試
験
済
証
書
を
所
持
す
る
者
だ
け
と
な
っ
た
。
神
職
の
身
分
を
保
証
す
る
認

証
機
関
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
首
都
で
あ
る
東
京
や
各
都
道
府
県
の
県
庁
所
在
地
な

ど
の
都
市
部
が
多
く
、
神
職
を
志
す
者
は
そ
こ
ま
で
出
向
き
、
国
家
が
公
認
し
た
由

緒
正
し
い
祭
式
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
ま
た
、
神
職
に
対
す
る
講

習
の
機
会
は
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
増
え
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
広

島
県
に
お
い
て
は
、
以
下
の
資
料
に
見
え
る
よ
う
に
、
各
地
で
神
社
祭
祀
を
行
う
社

司
・
社
掌
へ
全
国
一
律
の
祭
式
を
教
授
す
る
た
め
、
明
治
三
三
年
か
ら
神
職
講
習
会

が
開
始
さ
れ
た
。

　

神
職
講
習
会
趣
旨

神
職
ハ
、
国
家
ノ
祭
祀
ニ
奉
仕
ス
ル
者
ナ
レ
ハ
、
国
典
ヲ
講
明
シ
、
国
礼
ヲ
修

行
ス
ル
ハ
其
本
分
ト
ス
故
ニ
、
本
県
神
職
ハ
取
締
規
約
ニ
各
支
所
ハ
古
典
旧
儀

ノ
講
究
会
ヲ
設
ヘ
キ
ヿ
ヲ
規
シ
、
式
典
ノ
一
定
ヲ
計
リ
ツ
ヽ
ア
リ
シ
カ
、
昨

三
十
三
年
皇
典
講
究
所
ハ
、
全
国
一
定
ノ
法
式
ヲ
教
授
ス
ル
為
、
神
職
講
習
ヲ

開
キ
、
已
ニ
二
回
ヲ
終
了
ス
。
茲
ニ
皇
典
講
究
所
所
定
ノ
法
式
ニ
依
リ
、
祭
典

式
ヲ
始
メ
、
緊
要
ナ
ル
書
籍
ヲ
修
習
セ
シ
ム
ル
為
メ
、
神
職
講
習
会
ヲ
開
設
シ
、

神
職
ノ
本
分
ヲ
全
フ
ス
ル
事
ヲ
期
セ
ン
ト
ス
。
依
テ
左
ノ
規
則
ヲ
定
ム
。

明
治
三
十
四
年
七
月　
　
　
　

広
島
県
神
職
取
締
所

　

神
職
講
習
会
規
則

一
講
習
会
ハ
本
年
八
月
三
日
ニ
開
キ
同
月
廿
四
日
ニ
閉
ツ

一
科
目
ハ
祭
典
式　

講
演　

文
典

一
講
習
員
ハ
現
神
職
中
ヨ
リ
各
支
所
ニ
於
テ
選
抜
ス
ル
コ
ト

一
講
習
修
了
者
ニ
ハ
修
了
証
ヲ
授
与
ス
ル
ヿ

一
講
習
修
了
者
ハ
各
支
所
ニ
於
テ
伝
習
ヲ
為
ス
ヿ

（『
国
鏡
』（
三
）
広
島
県
神
職
取
締
所
、
一
九
〇
一
、二
二
〜
二
三
）

広
島
市
内
に
設
け
ら
れ
た
皇
典
講
究
所
に
広
島
県
内
各
郡
よ
り
神
職
が
集
ま
り
、「
賢

所
に
於
て
行
は
る
ゝ
式
典
に
則
り
吾
国
体
を
調
査
し
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
」（『
国
鏡
』

（
二
）
広
島
県
神
職
取
締
所
、
一
九
〇
一
、
巻
末
付
録
）
祭
式
を
教
授
す
る
講
習
会

を
受
講
し
て
い
た
。
初
め
て
開
催
さ
れ
た
神
職
講
習
会
を
受
講
し
、
修
了
証
書
を
受

け
た
者
の
な
か
に
、
中
島
固
成
氏
の
名
前
が
見
え
る
（『
国
鏡
』（
四
）
広
島
県
神
職

取
締
所
、
一
九
〇
一
、一
五
）。

こ
の
よ
う
な
国
家
の
宗
祀
に
奉
仕
す
る
神
職
に
相
応
し
い
全
国
一
律
の
祭
式
を
教

授
す
る
講
習
会
は
、
普
段
付
き
合
う
地
元
以
外
の
神
職
と
交
流
し
、
新
た
な
人
脈
を

培
う
場
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
脈
を
利
用
し
て
、
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
地
域
社

会
の
外
へ
進
出
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

七
．
二
　
比
婆
山
顕
彰
運
動
と
比
婆
神
楽

比
婆
荒
神
神
楽
が
持
っ
た
外
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
は
、
近
代
に
お
け
る
聖
蹟
顕

彰
運
動
の
一
つ
で
あ
る
「
比
婆
山
顕
彰
運
動
」
の
な
か
で
も
生
ま
れ
た
。
広
島
県
庄

原
市
と
島
根
県
仁
多
郡
奥
出
雲
町
境
に
あ
る
比
婆
山
連
峰
は
、『
古
事
記
』
の
記
述

に
基
づ
き
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
が
葬
ら
れ
た
御
陵
だ
と
さ
れ
、
西
城
町
側
の
山
麓

に
鎮
座
す
る
熊
野
神
社
は
、
比
婆
山
御
陵
の
遥
拝
所
と
さ
れ
て
い
る
。
近
代
に
な
る

と
、
全
国
各
地
で
天
皇
家
や
記
紀
神
話
に
基
づ
く
聖
蹟
の
顕
彰
運
動
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
が
、
比
婆
荒
神
神
楽
が
伝
承
さ
れ
る
備
北
地
方
で
も
、
西
城
町
を
中
心
に
、

天
皇
家
の
祖
先
神
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
ま
つ
わ
る
比
婆
山
を
顕
彰
す
る
運

動
が
行
わ
れ
た
。

比
婆
山
顕
彰
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
現
在
庄
原
市
の
名
誉
市
民
に
選
出
さ
れ

て
い
る
宮
田
武
義
が
ま
と
め
た
「
比
婆
山
に
関
す
る
事
歴
」（
宮
田
、一
九
六
八
）
と
、

西
城
町
郷
土
研
究
会
の
五
代
目
会
長
を
務
め
た
新
田
成
美
に
よ
る
「
比
婆
大
神
社
か

ら
熊
野
神
社
に
改
称
―
幻
の
官
幣
大
社
」（
新
田
、
二
〇
一
六
）
に
よ
り
、
比
婆
山

顕
彰
運
動
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

広
島
県
は
、
明
治
年
間
に
二
度
比
婆
山
聖
蹟
顕
彰
の
請
願
を
国
に
行
う
な
ど
、
比
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婆
山
顕
彰
運
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
以
降
、

内
務
省
神
社
局
考
証
官
の
宮
地
直
一
ら
に
よ
る
熊
野
神
社
の
神
体
調
査
や
、
宮
内
省

諸
陵
寮
に
よ
る
比
婆
山
御
陵
の
実
地
調
査
が
行
わ
れ
、大
正
一
一
年
に
は
地
元
で
「
比

婆
山
保
存
会
」と「
熊
野
神
社
昇
格
期
成
同
盟
」が
結
成
さ
れ
た
。
大
正
一
二
年
に
は
、

帝
国
議
会
に
お
い
て
「
比
婆
山
熊
野
神
社
昇
格
ニ
関
ス
ル
建
議
案
」
が
可
決
さ
れ
、

子
爵
の
北
小
路
資
武
を
総
裁
に
迎
え
て
「
皇
祖
崇
敬
會
本
部
」
も
結
成
さ
れ
た
。
そ

の
後
昭
和
一
四
年
に
は
、
広
島
県
よ
り
選
出
の
国
会
議
員
全
員
に
よ
り
、
第
七
四
回

帝
国
議
会
に
「
伊
邪
那
美
神
ヲ
奉
祀
ス
ル
官
幣
大
社
建
立
請
願
書
」
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
請
願
書
に
は
、
徳
富
猪
一
郎
（
蘇
峰
）、
頭
山
満
と
い
っ
た
有
名
思
想
家
、
賀

屋
興
宣
、
湯
沢
三
千
男
な
ど
の
大
物
政
治
家
も
署
名
し
て
い
た
（
14
）。
そ
れ
を
受
け

て
同
年
、
比
婆
郡
美
古
登
村
（
現
西
城
町
）・
同
西
城
町
に
お
い
て
地
元
有
志
に
よ

り
比
婆
郡
神
蹟
顕
彰
会
が
結
成
さ
れ
る
。
顕
彰
会
は
、
御
陵
の
ま
わ
り
に
玉
垣
木
柵

の
設
置
、
石
碑
の
建
立
な
ど
の
環
境
整
備
の
ほ
か
、
比
婆
郡
内
の
国
民
学
校
に
「
崇

皇
敬
神
記
念
樹
」
と
し
て
比
婆
山
御
陵
周
辺
に
自
生
す
る
イ
チ
イ
の
木
を
植
樹
す
る

な
ど
、
同
会
の
顧
問
を
務
め
た
東
京
在
住
の
宮
田
武
義
（
西
城
町
出
身
）
を
中
心
に
、

第
二
次
大
戦
の
終
戦
ま
で
旺
盛
な
活
動
を
行
っ
た
。
そ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
昭
和

一
三
年
か
ら
二
〇
年
の
終
戦
ま
で
の
間
に
広
島
県
知
事
を
務
め
た
九
人
の
う
ち
、
富

田
愛
次
郎
・
飯
沼
一
省
・
相
川
勝
六
・
吉
永
時
次
・
宮
村
才
一
郎
・
大
塚
惟
精
の
六

人
が
比
婆
山
へ
来
訪
し
、
熊
野
神
社
へ
参
拝
し
て
い
た
。
ま
た
、
植
木
直
一
郎
、
樋

口
清
之
な
ど
國
學
院
大
學
教
授
な
ど
の
学
者
も
比
婆
山
へ
赴
き
、
調
査
を
行
っ
て
い

た
。
昭
和
一
五
年
に
は
、
東
京
銀
座
の
百
貨
店
三
越
に
て
「
比
婆
山
神
蹟
顕
彰
展
」

が
開
催
さ
れ
た
。
出
版
物
と
し
て
は
、
鹿
島
神
宮
の
宮
司
を
務
め
た
岡
泰
雄
に
よ
る

『
比
婆
山
考
』（
比
婆
山
神
蹟
顕
彰
会
、
一
九
三
九
）、
地
元
の
神
職
中
島
固
成
に
よ

る
『
比
婆
山
神
陵
研
究
』（
私
家
版
、
一
九
三
九
）、
徳
永
孝
一
が
五
カ
月
あ
ま
り
現

地
に
滞
在
し
て
ま
と
め
た
『
比
婆
山
調
査
研
究
報
告
概
要
』（
比
婆
山
神
蹟
顕
彰
会
、

一
九
四
一
）、山
本
康
夫
、遠
藤
正
人
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
歌
集
『
比
婆
山
』（
真
樹
社
、

一
九
四
二
）
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。

政
財
界
の
要
人
、
文
化
人
、
研
究
者
、
メ
デ
ィ
ア
を
総
動
員
し
て
行
わ
れ
た
一
連

の
活
動
に
、
比
婆
荒
神
神
楽
も
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

（
昭
和
一
六
年
四
月　

※
筆
者
註
）
二
十
日
は
上
野
精
養
軒
に
お
い
て
、
大

政
翼
賛
会
主
催
の
武
運
長
久
祈
願
祭
並
び
に
浅
野
公
襲
爵
披
露
宴
が
行
わ
れ
、

そ
の
席
で
三
時
間
の
神
楽
演
奏
を
行
っ
た
。
列
席
の
大
臣
方
、
陸
海
空
軍
将
官

の
礼
装
の
美
し
さ
を
初
め
て
拝
見
し
た
。
終
了
後
神
保
町
の
旅
館
に
宿
泊
し
た
。

二
十
一
日
は
、
広
島
県
人
会
主
催
で
、
丸
ノ
内
日
清
生
命
ビ
ル
七
階
栄
楽
倶
楽

部
に
お
い
て
神
楽
を
演
奏
し
た
。

二
十
二
、二
十
三
日
の
二
日
間
は
、
日
比
谷
の
三
水
楼
に
お
い
て
武
運
長
久

祈
願
の
神
楽
を
行
っ
た
。
比
婆
郡
美
古
登
山
御
陵
指
定
と
熊
野
神
社
の
官
幣
大

社
へ
の
昇
格
運
動
顕
彰
を
か
ね
て
の
神
楽
で
あ
っ
た
。
主
催
は
日
本
一
の
支
那

料
理
店
主
宮
田
武
義
氏
と
県
議
会
副
議
長
で
東
城
町
出
身
の
野
上
民
三
郎
氏
、

百
畳
の
大
広
間
で
行
わ
れ
た
。
来
賓
に
は
頭
山
満
翁
夫
妻
と
門
人
一
同
、
徳
富

蘇
峰
先
生
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
長
日
高
只
一
先
生
、
徳
永
教
授
、
舞
踊
の
師

匠
の
坂
東
美
代
駒
さ
ん
他
種
々
官
公
庁
の
方
々
も
列
席
さ
れ
、
名
誉
こ
の
上
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
日
間
の
神
楽
は
、
日
本
初
め
て
の
カ
ラ
ー
の
十
六

ミ
リ
で
撮
影
さ
れ
、
日
本
精
神
の
元
祖
と
称
し
て
遠
く
ド
イ
ツ
へ
送
ら
れ
た
と

聞
く
。（
中
略
）

引
率
は
西
城
町
今
西
の
白
根
先
生
、
他
に
同
大
佐
の
佐
々
木
先
生
、
東
城
町

粟
田
の
広
田
先
生
が
同
伴
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

（
※
傍
線
引
用
者
に
よ
る
）（
藤
原
、
一
九
九
八
、一
六
〜
一
八
）

昭
和
一
六
年
に
比
婆
荒
神
神
楽
が
、
東
京
の
さ
ま
ざ
ま
な
舞
台
（
文
脈
）
で
何
日
間

も
演
じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
一
つ
が
、
大
政
翼
賛
会
が
主
宰
す
る
武
運
長
久
祈
願
の
神
楽
で
あ
る
。
大
政

翼
賛
会
は
、
日
中
戦
争
の
長
期
化
に
伴
い
、
国
民
の
画
一
的
組
織
化
と
戦
争
体
制
へ
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の
動
員
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
金
子
直
樹
が
指
摘
し
た
よ
う
に

（
金
子
、
二
〇
〇
三
）、
大
政
翼
賛
会
は
、
全
国
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
俗
芸
能

を
利
用
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
活
動
に
、
比
婆
荒
神
神
楽
も
関
わ
っ
て
い
た
。

ま
た
、
実
際
に
映
像
撮
影
が
行
わ
れ
ド
イ
ツ
に
送
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、

比
婆
荒
神
神
楽
が
「
日
本
精
神
の
元
祖
」
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
時
局

に
相
応
し
い
「
真
正
な
日
本
文
化
」
と
い
う
価
値
が
与
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

二
つ
目
は
、
広
島
県
人
会
が
主
催
し
た
神
楽
で
あ
る
。
都
市
部
に
出
て
き
た
郷
土

出
身
者
が
結
成
し
た
親
睦
組
織
は
、
地
元
で
伝
承
さ
れ
る
民
俗
芸
能
を
招
待
し
、
年

に
一
度
の
総
会
な
ど
で
公
演
を
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
現
在
も
、
比
婆

荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
比
婆
荒
神
神
楽
社
や
西
城
町
神
楽
愛
好
会
は
、
東
京
や
大
阪

で
広
島
県
や
庄
原
市
・
東
城
町
・
西
城
町
出
身
者
が
結
成
し
た
親
睦
団
体
に
招
請
さ

れ
、
神
楽
を
演
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

三
つ
め
が
、
比
婆
山
顕
彰
運
動
で
あ
る
、
先
述
し
た
よ
う
に
主
催
者
兼
会
場
提
供

者
の
宮
田
武
義
氏
は
、
西
城
町
出
身
で
比
婆
山
顕
彰
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。

挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
政
財
界
の
歴
々
が
来
席
し
た
こ
と
か
ら
も
、
比
婆
山
麓
に

伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
が
、
来
賓
へ
の
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
先
述
し
た
早
稲
田
大
学
教
授
の
日
高
只
一
に
よ
る
神
楽
調
査
も
、
山
水
楼
で

の
見
学
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
と
い
う
国
を
単
位
と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
広
島
県
と
い

う
県
を
単
位
と
し
た
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
比
婆
山
顕
彰
運
動
と
い
う
西
城
町
・
東

城
町
を
単
位
と
し
た
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
層
の
違
う
三
つ
の
郷
土
愛
を
背
景
に
し

て
、
東
京
で
の
比
婆
荒
神
神
楽
公
演
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
れ
を
神
楽
の
伝
承
者
の

側
か
ら
捉
え
返
し
て
み
る
と
、
地
域
社
会
の
外
に
い
る
人
々
が
抱
い
た
郷
土
愛
を
利

用
す
る
こ
と
で
、
対
外
公
演
を
可
能
に
し
た
の
だ
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
地
域
社
会
の
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
視
線
が
意
識
さ
れ
た
結
果
、
初
め
て

自
分
た
ち
が
伝
承
し
て
い
る
神
楽
の
名
称
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も

現
在
比
婆
荒
神
神
楽
と
呼
ば
れ
て
い
る
神
楽
は
、
地
元
で
は
固
有
名
詞
を
持
た
な
い

「
神
楽
」と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
普
通
で
、近
世
期
の
歴
史
資
料
に
お
い
て
も「
神
楽
」「
神

殿
神
楽
」「
荒
神
舞
」
と
記
述
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
神
楽
を
伝
承
す
る
神
楽
社
の
名

称
も
、「
神
風
社
」「
砂
庭
社
」「
神
光
社
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
自
分
た
ち
が
伝
承

し
て
い
る
神
楽
の
こ
と
を
示
す
特
定
の
名
称
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が

昭
和
初
期
に
比
婆
山
顕
彰
運
動
と
の
関
連
で
、
対
外
的
な
名
称
と
し
て
「
比
婆
神
楽
」

と
名
付
け
ら
れ
、
日
高
只
一
な
ど
の
研
究
者
も
「
比
婆
神
楽
」
の
名
称
で
論
述
し
た
。

ま
た
、
先
に
示
し
た
広
島
県
神
職
会
が
発
行
し
た
雑
誌
に
お
い
て
「
模
範
的
神
代
神

楽
社
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
中
心
の
国
家
体
制
と
結
び
つ
い
た
神
話
を

演
ず
る
「
神
代
神
楽
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
外
か
ら
の
名
付

け
を
受
け
て
、神
風
社
は
、昭
和
一
九
年
に
「
比
婆
神
代
神
楽
社
」
へ
と
改
称
を
行
っ

た
。
東
城
町
・
西
城
町
で
神
楽
を
伝
承
し
て
い
た
者
た
ち
は
、「
比
婆
神
代
神
楽
」

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
（
武
器
）
を
手
に
入
れ
て
、
第
二
次
大
戦
の
終
戦
を
迎

え
る
の
で
あ
っ
た
。

八
．
お
わ
り
に
―
比
婆
神
代
神
楽
か
ら
比
婆
荒
神
神
楽
へ
―

本
稿
で
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
伝
承
者
が
、
明
治
か
ら
第
二
次
大
戦
終
戦
ま
で
の

近
代
を
ど
の
よ
う
に
生
き
、
現
在
ま
で
神
楽
を
伝
え
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て

き
た
。
そ
の
際
注
目
し
た
の
は
、
神
楽
の
執
行
に
伴
う
経
済
的
側
面
で
あ
る
。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
神
楽
を
捉
え
る
と
、
執
行
者
に
と
っ
て
神
楽
は
、
祭
料
や
お
花
な
ど

経
済
的
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
稼
ぎ
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。

近
世
期
の
こ
の
地
域
で
は
、
神
職
た
ち
が
郡
毎
に
神
楽
組
を
結
成
し
、
独
占
的
に

神
楽
を
執
行
し
て
お
り
、
一
般
家
庭
出
身
の
者
が
神
楽
を
舞
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
明
治
新
政
府
が
実
行
し
た
新
た
な
宗
教
政
策
に
よ
り
変
化
し
、

一
般
家
庭
出
身
の
村
人
た
ち
が
新
た
に
神
楽
団
を
結
成
し
て
神
楽
を
舞
う
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
の
中
頃
か
ら
、
国
家
の
宗
祀
た
る
神
社
に
奉
職
す
る
神
職
は
神
楽

を
舞
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
強
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
地
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域
の
基
幹
産
業
で
あ
っ
た
た
た
ら
製
鉄
の
不
振
と
い
う
産
業
構
造
の
変
化
が
あ
り
、

都
市
部
へ
の
住
民
の
流
出
も
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
産
業
に
乏
し
い

山
間
地
域
で
暮
ら
す
農
民
た
ち
は
、
冬
季
の
出
稼
ぎ
と
し
て
積
極
的
に
神
楽
を
舞
い

始
め
た
。

そ
の
結
果
、
神
楽
に
お
け
る
神
事
舞
を
神
職
、
遊
興
的
な
能
舞
を
神
楽
社
が
担
当

す
る
近
代
的
な
執
行
体
制
が
構
築
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
執
行
体
制
の
な
か
で
、
近
世

ま
で
独
占
的
に
神
楽
を
執
行
し
て
き
た
神
職
た
ち
は
、
明
治
時
代
の
新
た
な
宗
教
政

策
に
応
じ
た
神
楽
の
組
織
・
規
約
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
神
職
た
ち
が
保
持
し
て
い

た
神
楽
に
関
す
る
諸
権
利
の
維
持
を
図
っ
て
い
た
。

ま
た
、
近
代
の
歴
史
を
見
て
き
た
結
果
判
明
し
た
の
は
、
神
楽
の
伝
承
者
た
ち
が
、

自
分
た
ち
が
伝
承
す
る
神
楽
を
、
時
代
の
文
脈
や
価
値
観
に
即
し
て
意
義
付
け
、
変

化
さ
せ
な
が
ら
伝
え
て
き
た
複
雑
な
過
程
で
あ
る
。
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
神
職
た
ち

か
ら
模
範
的
と
称
賛
さ
れ
、
天
皇
制
と
結
び
つ
い
た
国
家
の
神
話
を
演
ず
る
「
神
代
」

の
神
楽
と
い
う
正
当
性
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
伝
承
者
た
ち
は
、
こ
う
し
た
「
模

範
的
神
代
神
楽
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
武
器
に
、
引
率
者
で
あ
る
神
職
が

有
し
て
い
た
人
脈
や
聖
蹟
顕
彰
運
動
な
ど
を
利
用
し
て
、
出
張
公
演
を
盛
ん
に
行
っ

て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
民
俗
芸
能
を
「
資
源
化
」
す
る
試
み
は
、
す
で
に
戦
前
か

ら
始
ま
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
側
面
が
あ
り
つ
つ
も
、
本
稿
の
主
題
と
異
な
る
た
め
扱
わ
な
か
っ
た
が
、

比
婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
神
職
や
神
楽
社
は
、
地
元
（
奴
可
郡
）
で
の
神
事
に
伴

う
神
楽
の
奉
納
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
、外
で
の
活
動
を「
出
稼
ぎ
」

と
書
い
た
よ
う
に
、
伝
承
者
に
と
っ
て
は
地
元
で
の
神
事
に
お
け
る
神
楽
の
奉
納
こ

そ
が
「
本
業
」
で
あ
り
、
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
元
で
の
活
動
は
、

戦
後
に
な
っ
て
島
根
県
在
住
の
神
職
で
も
あ
っ
た
牛
尾
三
千
夫
に
よ
り
「
民
俗
」
と

し
て
「
発
見
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
牛
尾
が
見
た
よ
う
な
、
他
所
者
の
観
覧
を
容

易
に
許
さ
ず
、
厳
粛
に
神
事
と
し
て
執
行
さ
れ
る
「
民
俗
」
的
な
神
楽
の
世
界
は
、

現
在
も
濃
厚
に
残
っ
て
い
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
牛
尾
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
者
た
ち
は
、
近
代
に
お
け

る
比
婆
荒
神
神
楽
の
在
り
方
の
片
面
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
研
究
史
上
の
欠
落
を
補
う
と
い
う
意
義
を
有
し
て
い
る
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
神
楽
を
「
資
源
化
」
す
る
動
き
は
、
戦
後
も
継
続
し
て
行

わ
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
昭
和
四
〇
年
頃
か
ら
牛

尾
三
千
夫
な
ど
民
俗
学
者
を
中
心
に
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
な
か
で
は
、
神

楽
が
奉
納
さ
れ
る
荒
神
に
注
目
が
集
ま
り
、
当
時
の
民
俗
学
会
で
有
力
な
学
説
で

あ
っ
た
祖
霊
信
仰
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
評
価
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
荒
神
信
仰
へ
の
注

目
・
評
価
か
ら
、
対
外
的
な
名
称
で
あ
る
「
比
婆
神
代
神
楽
」
は
、「
比
婆
荒
神
神
楽
」

へ
と
改
称
さ
れ
、
神
楽
社
の
名
称
も
「
比
婆
荒
神
神
楽
社
」
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
「
比
婆
荒
神
神
楽
」
と
い
う
「
民
俗
芸
能
」
が
生
ま
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

（
附
記
： 

本
稿
は
、
日
本
科
学
協
会
の
笹
川
科
学
研
究
助
成
に
よ
る
助
成
を
受
け
た

も
の
で
す
。）

注（
１
） 

牛
尾
三
千
夫
は
、
以
下
の
よ
う
に
比
婆
荒
神
神
楽
を
語
り
、
外
部
の
人
間
の
参

観
を
拒
絶
す
る
排
他
性
、
自
ら
の
身
に
神
を
降
ろ
す
神
懸
か
り
の
神
聖
性
を
強

調
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
、
広
島
県
比
婆
郡
東

城
町
山
中
の
蟶
野
（
戸
数
一
二
戸
）
で
行
な
わ
れ
た
荒
神
神
楽
を
、
私
は

さ
ん
ざ
ん
の
労
苦
の
末
、
漸
く
拝
観
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、（
中
略
）

こ
の
よ
う
な
外
来
者
の
参
観
を
堅
く
拒
絶
す
る
こ
と
が
、
神
聖
な
神
楽
を

遂
行
す
る
た
め
に
は
原
則
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
身
を
も
っ

て
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
も
大
き
な
神
楽
の
収
穫
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
は
、
拝
観
す
る
こ
と
を
お
願
い
し
て
も
、
二
度
も
三
度
も
拒
絶
さ

れ
、
も
う
駄
目
だ
と
諦
め
て
い
た
前
々
日
に
な
っ
て
、
参
観
許
可
の
電
話

が
あ
っ
た
。（
牛
尾
、
一
九
八
五
、五
二
九
）
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こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
神
楽
が
中
国
山
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ

て
、
は
る
ば
る
来
た
者
の
幸
運
を
思
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
古
代
の
神

遊
び
は
か
く
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
ほ
ど
の
感
動
で
あ
っ
た
。（
牛

尾
、
一
九
八
五
、三
六
九
）

（
２
） 「
比
婆
荒
神
神
楽
の
存
在
意
義
は
、
神
が
か
り
に
よ
る
荒
神
の
託
宣
と
そ
の
鎮

魂
の
祭
儀
を
現
今
に
伝
え
て
き
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。」（
岩
田
勝
「
比
婆
荒
神

神
楽
の
変
遷
」
東
城
町
教
育
委
員
会
編
『
比
婆
荒
神
神
楽
― 

重
要
無
形
民
俗
文

化
財
』
東
城
町
文
化
財
協
会
、
一
九
八
二
、四
三
）

（
３
） 「
比
婆
荒
神
神
楽
は
神
が
か
り
の
神
秘
を
残
す
古
風
な
神
楽
で
あ
り
、
今
で
も

秘
匿
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
牛
尾
三
千
夫
氏
は
、
荒
神
舞
納
め

を
目
の
当
た
り
に
見
て
「
こ
れ
が
本
当
の
昔
の
神
楽
と
云
う
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
」
と
感
想
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
比
婆
郡
の
谷
々

の
小
集
落
で
行
わ
れ
る
荒
神
神
楽
に
あ
ず
か
る
と
、
牛
尾
氏
な
ら
ず
と
も
そ
の

よ
う
な
思
い
を
新
た
に
す
る
。」（
三
村
泰
臣
『
広
島
の
神
楽
探
訪
』
南
々
社
、

二
〇
〇
四
、一
三
九
）

（
４
） 

比
婆
荒
神
神
楽
の
近
代
に
お
け
る
歴
史
的
展
開
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
先

行
研
究
が
あ
る
。
難
波
宗
朋
と
田
地
春
江
の
仕
事
で
あ
る
。
難
波
は
、
地
元
の

史
資
料
の
発
掘
を
行
う
と
と
も
に
、
伝
承
者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
比

婆
荒
神
神
楽
を
伝
承
す
る
組
織
（
神
楽
社
）
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
た
（
難
波
、

一
九
六
五
、一
九
八
二
）。
田
地
は
、
神
楽
太
夫
（
舞
太
夫
）
と
呼
ば
れ
る
一
般

家
庭
出
身
の
神
楽
の
舞
手
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
伝

承
す
る
神
楽
太
夫
の
活
動
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
（
田
地
、
一
九
九
五
）。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
村
落
社
会
の
外
部
か
ら
の
影
響
に
注
目
す

る
視
点
は
有
し
て
い
な
い
。

（
５
） 

民
俗
芸
能
研
究
は
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
時
期
に
本
格
的
に
始

ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
三
隅
治
雄
「
民
俗
芸
能
研
究
の
歴

史
と
現
状
と
展
望
」『
民
俗
芸
能
研
究
』（
一
）
民
俗
芸
能
学
会
、
一
九
八
四
）。

大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
に
は
、
東
京
青
山
の
日
本
青
年
館
に
全
国
各
地
の

民
謡
や
舞
踊
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
が
創
始
さ
れ
、

地
方
に
伝
承
さ
れ
る
民
俗
芸
能
の
価
値
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和

二
（
一
九
二
七
）
年
に
は
、
民
俗
芸
能
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る
初
め
て
の

研
究
者
組
織
「
民
俗
芸
術
の
会
」
が
結
成
さ
れ
、
翌
年
雑
誌
『
民
俗
芸
術
』
の

刊
行
も
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
に
お
い
て
「
民
俗
芸
能
」
と
い
う
単
語
が
生

み
出
さ
れ
、
一
般
化
し
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
橋
本
裕
之
の
論
考
「
文

化
と
し
て
の
民
俗
芸
能
研
究
」（
橋
本
裕
之
、
二
〇
〇
六
）
が
詳
し
い
。

（
６
） 

庄
原
市
比
和
町
三
河
内
八
幡
神
社
井
西
久
隆
宮
司
よ
る
と
、
比
和
町
三
河
内
で

は
、
地
区
内
に
祀
ら
れ
る
荒
神
社
へ
の
年
番
神
楽
で
は
、
現
在
で
も
神
楽
の
運

営
資
金
（
費
用
）
の
こ
と
を
「
仕
切
り
」
と
か
「
仕
切
り
米
」
と
呼
ん
で
い
る
。

ま
た
、年
番
神
楽
の
運
営
は
、荒
神
の
祭
祀
責
任
者
で
あ
る
「
地
頭
」
を
中
心
に
、

会
場
運
営
の
差
配
を
す
る
「
神
殿
奉
行
」、
金
銭
の
会
計
を
行
う
「
勘
定
奉
行
」、

料
理
の
準
備
を
担
当
す
る
「
大
膳
奉
行
」
等
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。

（
７
） 

藤
原
元
美
氏
は
、
自
身
の
神
楽
活
動
に
つ
い
て
書
き
残
し
た
『
備
後
國
比
婆
荒

神
神
楽
―
神
楽
と
共
に
半
世
紀
』、
自
身
が
伝
承
す
る
神
楽
の
詞
章
や
祭
式
に

つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
た
「
備
後
中
筋
神
楽
歴
神
風
社
至
現
在
」
を
残
し
た
。

ま
た
、田
地
春
江
『
神
楽
大
夫
―
備
後
の
神
楽
を
伝
え
た
人
び
と
』（
岩
田
書
院
、

一
九
九
五
）
に
も
話
者
と
し
て
登
場
し
た
り
、『
東
城
町
教
育
委
員
会
編
『
比

婆
荒
神
神
楽
―
重
要
無
形
文
化
財
』（
東
城
町
文
化
財
協
会
、
一
九
八
二
）
編

纂
に
際
し
資
料
を
提
供
し
た
り
と
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
伝
承
活
動
に
大
き
な
足

跡
を
残
し
て
い
る
。

（
８
） 

広
島
県
立
文
書
館
蔵
の
『
広
島
県
令
達
帳
』
に
は
、
以
下
の
訓
令
が
収
載
さ
れ

て
い
る
。

訓
令
甲
第
三
十
九
号

郡
役
所

市
役
所

神
職
ハ
、
国
家
ノ
宗
祀
ニ
従
事
ス
ル
職
ニ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
斎
肅
恭
敬
神
事

ニ
奉
仕
シ
、
苟
モ
軽
跳
躁
暴
ノ
行
為
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
国
政
ニ
容
喙
シ
、

政
事
ヲ
論
議
ス
ル
如
キ
固
ト
其
職
分
ト
相
反
ス
。
然
ル
ニ
近
頃
、
神
職
中

其
本
分
ヲ
忘
レ
政
治
ニ
奔
走
シ
、
時
事
ニ
関
与
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
殊
ニ
、

対
清
戦
争
漸
ク
其
局
ヲ
結
ヒ
、
五
月
十
三
日
詔
勅
及
勅
令
ノ
公
布
セ
ラ
レ

タ
ル
ニ
当
リ
、
私
ニ
其
条
約
ニ
不
満
ヲ
抱
キ
猥
ニ
言
ヲ
、
敬
神
ニ
藉
リ
テ

排
外
的
感
念
ヲ
挑
発
セ
シ
メ
、
以
て
媾
和
事
件
ノ
進
行
ヲ
妨
害
セ
ン
ト
ス

ル
モ
ノ
ア
ル
ヤ
ニ
相
聞
ユ
、
右
ハ
憂
国
ノ
衷
情
惜
ク
能
ハ
サ
ル
ニ
出
ツ
ル

モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
、
神
職
ハ
日
常
神
明
ニ
奉
仕
ス
ル
ノ
職
分
ア
リ
。

斯
ク
ノ
如
キ
ハ
、
啻
ニ
神
明
ニ
対
シ
テ
斎
肅
恭
敬
ヲ
欠
ク
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、

敵
愾
教
唆
ノ
余
兇
徒
ヲ
出
ス
如
キ
コ
ト
ア
ラ
ハ
、
実
ニ
容
易
ナ
ラ
サ
ル
儀

ニ
シ
テ
、
国
家
ノ
体
面
ニ
関
シ
、
治
安
ヲ
妨
害
ス
ル
コ
ト
少
ナ
カ
ラ
ス
。
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四
月
廿
一
日
及
五
月
十
三
日
詔
勅
ノ
御
趣
旨
ニ
反
戻
シ
、
曠
職
ノ
責
等
閑

ニ
付
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
。
次
第
ニ
付
、
此
際
神
職
ヲ
シ
テ
一
層
反
省
自
警
其

職
務
ニ
精
励
シ
、
毫
モ
不
都
合
ノ
行
為
無
之
様
、
県
社
以
下
神
職
ヘ
厳
重

訓
示
ス
ヘ
シ
。

右
訓
令
ス

　

明
治
廿
八
年
五
月
廿
四
日　
　

広
島
県
知
事　

鍋
島
幹

（
９
） 

広
島
県
立
文
書
館
蔵
の
『
広
島
県
令
達
帳
』
に
は
、
以
下
の
訓
令
が
収
載
さ
れ

て
い
る
。（
※
傍
線
筆
者
に
よ
る
）

訓
令
甲
第
四
十
七
号

郡
役
所

市
役
所

明
治
二
十
六
年
四
月
七
日
、
当
県
外
四
県
ノ
神
職
広
島
市
ニ
集
会
シ
、
五

県
連
合
会
規
約
ヲ
議
決
シ
タ
ル
趣
ニ
候
処
、
規
約
第
一
條
ニ
規
定
シ
タ
ル

事
項
ハ
、
政
治
ニ
関
与
シ
、
時
事
ヲ
論
議
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
神
職
ト
シ

テ
為
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
行
為
ニ
有
之
。
且
神
職
々
務
ニ
就
キ
、
従
前
訓
示
候

趣
モ
有
之
。
右
規
約
ハ
無
効
タ
ル
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
レ
ト
モ
、
尚
心
得
違
ノ

者
無
之
様
、
県
社
以
下
神
職
ヘ
厳
重
示
達
方
取
計
フ
ヘ
シ
。

右
訓
令
ス

　

明
治
廿
八
年
七
月
六
日　
　

広
島
県
知
事　

鍋
島
幹

（
10
） 「
こ
の
舞
振
り
は
こ
の
土
地
の
名
を
と
っ
て
井
河
内
神
楽
と
呼
ば
れ
、
現
在
で

も
年
の
い
っ
た
人
は
東
城
町
の
神
楽
社
の
こ
と
を
イ
ゴ
ウ
チ
と
言
っ
て
い
る
」

（
田
地
、
一
九
九
五
、一
六
）

（
11
） 

広
島
県
庄
原
市
比
和
町
三
河
内
八
幡
神
社
井
西
家
に
は
、「
毎
年
々
番
神
楽
法
」

（
昭
和
九
年
）
と
い
う
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
三
河
内
で
は
、

昭
和
九
年
に
村
氏
神
で
あ
る
八
幡
神
社
の
屋
根
葺
き
替
え
工
事
と
遷
座
祭
が
行

わ
れ
た
の
を
契
機
に
、
氏
子
総
代
会
に
よ
り
、「
永
久
ニ
神
人
和
楽
ノ
途
ヲ
保

タ
ン
ト
ス
」
る
た
め
に
、
地
区
内
で
行
わ
れ
る
年
番
神
楽
の
執
行
体
制
を
変
更

す
る
「
毎
年
々
番
神
楽
法
」
の
制
定
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
村
内
に
所

在
す
る
一
〇
社
の
本
荒
神
毎
に
結
成
さ
れ
た
、
一
〇
軒
か
ら
二
〇
軒
ほ
ど
の
家

で
構
成
さ
れ
る
「
組
（
か
つ
て
は
荒
神
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）」
に
よ
り
、

年
番
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
た
。
昭
和
九
年
に
、
三
河
内
村
の
八
幡
神
社
氏
子
総

代
会
が
主
体
と
な
る
「
固
本
会
」
と
い
う
新
た
な
神
楽
の
運
営
組
織
が
結
成
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
神
楽
の
運
営
主
体
が
、
一
つ
の
本
荒
神
を
共
に
祀
る
組
と
い

う
つ
な
が
り
か
ら
、
村
全
体
へ
と
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
固
本
会
」
は
、
こ

う
し
た
新
た
な
神
楽
の
運
営
組
織
で
あ
る
。

 

　

他
に
も
こ
の
資
料
に
は
、
民
家
か
ら
公
民
館
へ
の
祭
場
の
変
化
や
、
神
楽
の

次
第
の
変
化
、
広
島
県
神
職
会
が
行
っ
た
神
楽
規
制
の
影
響
な
ど
注
目
す
べ
き

点
が
多
く
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
別
稿
に
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
12
） 

こ
の
論
考
の
末
尾
に
は
、
発
表
年
月
が
大
正
一
六
年
二
月
と
書
か
れ
て
い
る
。

大
正
は
一
五
年
ま
で
し
か
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
昭
和
一
六
年
の
誤
記
だ
と
思

わ
れ
る
。
昭
和
一
五
年
に
現
地
調
査
し
た
成
果
を
基
に
し
て
、
こ
の
論
考
を
書

い
た
の
だ
ろ
う
。

（
13
） 

明
治
末
に
行
わ
れ
た
「
神
社
合
祀
政
策
」
に
対
す
る
反
対
論
者
の
一
人
と
し
て
、

中
島
固
成
に
触
れ
た
論
考
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
芳
賀
直
哉
「
南
方
熊
楠

と
神
社
合
祀
反
対
活
動
の
周
辺
―
生
川
鉄
忠
ら
神
職
た
ち
と
外
国
学
者
た
ち
」

『
静
岡
大
学
教
育
研
究
』（
七
）
静
岡
大
学
、二
〇
一
一
年
。
小
野
良
平
「
用
語
「
鎮

守
の
森
」
の
近
代
的
性
格
に
関
す
る
考
察
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
七
三

（
五
）、
日
本
造
園
学
会
、
二
〇
一
〇
年
。

（
14
） 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
伊
邪
那
美
神
ヲ
奉
祀
ス
ル
官
幣
大
社
建
立
請
願
書
写
」。

参
考
文
献

牛
尾
三
千
夫

一
九
六
七 

 「
祖
霊
加
入
の
儀
式
と
し
て
の
荒
神
神
楽
」『
ま
つ
り
』（
一
二
）
ま

つ
り
同
好
会
。

一
九
八
五 

『
神
楽
と
神
が
か
り
』
名
著
出
版
。

笹
原
亮
二

一
九
九
〇 

 「
奇
妙
な
舞
台
・
微
妙
な
舞
台
―
民
俗
芸
能
大
全
と
民
俗
芸
能
研
究

者
」『
民
俗
芸
能
研
究
』（
一
二
）
民
俗
芸
能
学
会
。

一
九
九
二 

 「
芸
能
を
巡
る
も
う
ひ
と
つ
の
「
近
代
」
―
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会

の
時
代
」『
芸
能
史
研
究
』（
一
一
九
）
芸
能
史
研
究
会
。

金
子
直
樹

二
〇
〇
三 

 「
勝
ち
抜
く
行
事
―
―
翼
賛
文
化
運
動
に
お
け
る
祭
礼
行
事
・
民
俗

芸
能
の
「
活
用
」」「
郷
土
」
研
究
会
編
『
郷
土　

表
象
と
実
践
』
嵯

峨
野
書
院
。
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鈴
木
昂
太

二
〇
一
六 

 「
比
婆
荒
神
神
楽
の
時
空
間
―
神
楽
場
の
民
俗
誌
―
」『
民
俗
芸
能
研

究
』（
六
〇
）
民
俗
芸
能
学
会
。

二
〇
一
七
ａ 

 「
神
社
の
「
神
職
」
と
地
の
「
太
夫
」
―
広
島
県
備
北
地
方
に
お
け

る
神
主
の
存
在
形
態
―
」『
儀
礼
文
化
学
会
紀
要
』（
五
）
儀
礼
文
化

学
会
。

二
〇
一
七
ｂ 

 「
民
俗
芸
能
の
継
承
と
伝
承
組
織
の
変
容
―
比
婆
荒
神
神
楽
を
支
え

る
「
名
」
に
注
目
し
て
―
」『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』（
一
三
）
総

合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
。

二
〇
一
七
ｃ 

 「
広
島
県
の
神
楽
が
経
験
し
た
近
代
―
政
治
・
民
俗
学
・
国
家
神
道
―
」

『
民
俗
芸
能
研
究
』（
六
三
）
民
俗
芸
能
学
会
。

鈴
木
正
崇

二
〇
一
四 

 「
伝
承
を
持
続
さ
せ
る
も
の
と
は
何
か
―
比
婆
荒
神
神
楽
の
場
合
―
」

『
国
立
歴
史
民
俗
学
物
館
研
究
報
告
』（
一
八
六
）
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
。

田
地
春
江

一
九
九
五 

『
神
楽
大
夫
―
備
後
の
神
楽
を
伝
え
た
人
び
と
』
岩
田
書
院
。

東
城
町

一
九
九
一 

『
東
城
町
史　

第
三
巻　

備
後
鉄
山
資
料
編
』
東
城
町
。

一
九
九
四 

『
東
城
町
史　

第
二
巻　

古
代　

中
世　

近
世　

資
料
編
』
東
城
町
。

東
城
町
教
育
委
員
会
編

一
九
八
二 

『
比
婆
荒
神
神
楽
―
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
』
東
城
町
文
化
財
協
会
。

土
井
作
治

二
〇
一
六 

『
広
島
藩
の
地
域
形
成
』
溪
水
社
。

内
藤　

正

一
九
四
二 

『
廣
島
縣
八
幡
村
自
治
五
十
年
志
』
三
宅
印
刷
所
。

中
村
茂
子

二
〇
〇
四 

『
奥
三
河
の
花
祭
り
―
明
治
以
後
の
変
遷
と
継
承
』
岩
田
書
院
。

難
波
宗
朋
編

一
九
六
二 

『
備
後
神
楽
史
料　

第
一
集
』
比
婆
神
代
神
楽
保
存
会
。

難
波
宗
朋

一
九
八
二　

 
 「

比
婆
荒
神
神
楽
の
神
楽
社
の
変
遷
」
東
城
町
教
育
委
員
会
編
『
比

婆
荒
神
神
楽
―
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
』
東
城
町
文
化
財
協
会
。

野
原
建
一

二
〇
〇
八 

『
た
た
ら
製
鉄
業
史
の
研
究
』
溪
水
社
。

橋
本
裕
之

二
〇
〇
六 

『
民
俗
芸
能
研
究
と
い
う
神
話
』
森
話
社
。

日
高
只
一

一
九
四
一 

『
娯
楽
と
民
間
芸
術
』
理
想
社
。

一
九
四
四 

 「
神
楽
の
演
劇
的
形
態
」
早
稲
田
大
学
文
学
部
編
『
日
本
古
典
新
攷

―
五
十
嵐
力
博
士
記
念
論
集
』
東
京
堂
。

広
島
県

一
九
七
八 

『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編IV

』
広
島
県
。

藤
原
元
美

一
九
八
五
ａ 

 「
神
楽
の
奉
仕
半
世
紀
―
思
い
出
す
ま
ま
に
（
一
）」『
郷
土
』（
三
三
）

西
城
町
郷
土
研
究
会
。

一
九
八
五
ｂ 

 「
神
楽
の
奉
仕
半
世
紀
―
思
い
出
す
ま
ま
に
（
二
）」『
郷
土
』（
三
四
）

西
城
町
郷
土
研
究
会
。

一
九
八
六
ａ 

 「
神
楽
の
奉
仕
半
世
紀
―
思
い
出
す
ま
ま
に
（
三
）」『
郷
土
』（
三
五
）

西
城
町
郷
土
研
究
会
。

一
九
八
六
ｂ 

 「
神
楽
の
奉
仕
半
世
紀
―
思
い
出
す
ま
ま
に
（
四
）」『
郷
土
』（
三
六
）

西
城
町
郷
土
研
究
会
。

一
九
八
六
ｃ 

 「
神
楽
の
奉
仕
半
世
紀
―
思
い
出
す
ま
ま
に
（
五
）」『
郷
土
』（
三
七
）

西
城
町
郷
土
研
究
会
。

一
九
八
七 

 「
神
楽
の
奉
仕
半
世
紀
―
思
い
出
す
ま
ま
に
（
最
終
回
）」『
郷
土
』

（
三
八
）
西
城
町
郷
土
研
究
会
。

一
九
九
八 

『
備
後
國
比
婆
荒
神
神
楽　

神
楽
と
共
に
半
世
紀
』
私
家
版
。

俵
木　

悟

一
九
九
四 

 「
備
中
神
楽
の
現
代
史
」『
千
葉
大
学
社
会
文
化
科
学
研
究
』（
三
）

千
葉
大
学
。

二
〇
〇
九 

 「
民
俗
芸
能
の「
現
在
」か
ら
何
を
学
ぶ
か
」『
現
代
民
俗
学
研
究
』（
一
）

現
代
民
俗
学
会
。

二
〇
一
〇 

 「
大
里
七
夕
踊
に
み
る
民
俗
芸
能
の
伝
承
組
織
の
動
態
」『
無
形
文
化

遺
産
研
究
報
告
』
東
京
文
化
財
研
究
所
。

二
〇
一
一 

 「
民
俗
芸
能
の
伝
承
組
織
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
「
保
存
会
」
と
い

う
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
―
」『
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
・
活
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用
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
東
京
文
化
財
研
究
所
。

堀
江
寿
美

一
九
九
七 

『
大
宮
八
幡
宮
史
』
私
家
版
。

三
田
村
佳
子

二
〇
〇
四 

 「
江
戸
近
郊
の
神
楽
師
の
近
代
―
興
行
と
し
て
の
神
楽
と
芝
居　

千

葉
県
野
田
市
高
梨
家
の
文
献
資
料
か
ら
」『
民
俗
芸
能
研
究
』（
三
六
）

民
俗
芸
能
学
会
。

宮
田
武
義
編

一
九
六
八 

『
比
婆
山
遊
記
』
私
家
版
。

民
俗
芸
能
研
究
の
会　

第
一
民
俗
芸
能
学
会

一
九
九
一 

『
正
し
い
民
俗
芸
能
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房
。

一
九
九
三 

『
課
題
と
し
て
の
民
俗
芸
能
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房
。

毛
利
文
香

一
九
六
七 

「
龍
か
ぐ
ら
二
代
噺
」
毛
利
元
旦
編
『
郷
土
夜
話
』
郷
土
史
友
の
会
。

新
田
成
美

二
〇
一
六 

 「
比
婆
大
神
社
か
ら
熊
野
神
社
に
改
称
―
幻
の
官
幣
大
社
」
庄
原
市

比
婆
山
熊
野
神
社
解
説
本
編
集
委
員
会
編
『
日
本
誕
生
の
女
神　

伊

邪
那
美
が
眠
る
比
婆
の
山
』
南
々
社
。

（
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
二
日　

採
択
決
定
）
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A Study of Hibakojin Kagura in Modern Times: 
Establishing a New System, and Kagura  

as a Way of Making a Living

SUZUKI Kota
Department of Japanese History 

School of Cultural and Social Studies 
SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)

Summary

This paper discusses the modern performance of the traditional form of entertainment, Hibakojin Kagura, 

during the period from the Meiji era (1868–1912) through to the end of World War Two. It will focus particularly 

on influences from outside the community, such as political and economic factors and social trends.

Hibakojin Kagura has been passed down through the generations by Shinto priests and villagers in Saijo-cho 

and Tojo-cho in Shobara-shi, Hiroshima Prefecture. Those performing kagura in a festival context are also 

financially rewarded, through service fees and flowers made as offerings to the gods. Therefore, it can be said 

that for performers, these kagura festivals are an occasion for earning money.

During the Edo era (1603–1868), only Shinto priests were permitted to perform kagura in this area of the 

country. This situation changed under the policy of the Meiji government. From that time on, farmers from 

ordinary families began to perform kagura.

Subsequent to this policy change, around the middle of the Meiji period, it came to be commonly believed 

that Shinto priests should not perform kagura. Furthermore, there were changes in the industrial structure of 

the area, which contributed to an outflow of residents to urban areas. Under these circumstances, the farmers 

living in mountainous areas where agricultural possibilities were limited, began travelling to perform kagura as 

a way of making money during the winter months.

As a result, a modern system was created in which the Shinto priests were in charge of ceremonial duties, 

and farmers were in charge of entertaining. This arrangement was a way of ensuring that the priests, who had 

held the monopoly over kagura performances until early modern times, continued to maintain the various 

rights related to kagura.

In modern times, the performers of Hibakojin Kagura handed the artform down through generations, while 

altering it to ensure it remains meaningful according to the context and values of the times. As a result, Hibaku 

Kagura became praised as ‘exemplary’ by priests, and legitimized as a form of Jindai Kagura, a name reserved 

for schools of kagura performing national myths associated with the Emperor System. Drawing upon this 

‘legitimacy’, Hibakojin Kagura performers began to take frequent trips to other areas of Japan, making the most 

of the connections which the priests had accumulated and the authorization of the imperial mausoleums. These 

attempts to utilize folk performing arts as a cultural resource began even before the start of the Second World 

War.

Key words: Hibakojin Kagura, modern, folk performing arts, State Shinto, cultural resources


